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44ア
メ
リ
カ

オ
バ
マ
新
政
権
、
四
〇
〇
万

人
の
雇
用
創
出
・
維
持
策―

上
下
院
で
法
案
通
過

　

連
邦
労
働
省
が
一
月
九
日
発
表
し

た
雇
用
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八

年
一
二
月
の
失
業
率
は
前
月
の
六
・

八
％
（
修
正
後
）
か
ら
さ
ら
に
悪
化

し
七
・
二
％
と
な
り
、
一
九
九
三
年

一
月
以
来
の
高
水
準
と
な
っ
た
。
一

月
二
〇
日
に
就
任
し
た
オ
バ
マ
新
大

統
領
は
八
〇
〇
〇
億
ド
ル
を
超
え
る

規
模
の
経
済
刺
激
策
を
立
案
し
た
。

二
〇
一
一
年
ま
で
の
二
年
間
に
約
四

〇
〇
万
人
の
雇
用
創
出
・
維
持
効
果

が
目
標
。
二
月
一
〇
日
ま
で
に
下
院
、

上
院
を
法
案
が
通
過
。
両
院
で
の
法

案
を
一
本
化
し
た
上
で
大
統
領
署
名

に
よ
り
法
律
が
成
立
す
る
。

下
院
、
一
月
末
に
法
案
通
過

　

下
院
民
主
党
幹
部
に
よ
る
一
月
一

六
日
発
表
で
は
、
経
済
刺
激
策
の
予

算
規
模
は
八
二
五
〇
億
ド
ル
で
、
イ

ン
フ
ラ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
教
育
関
連

三
一
八
〇
億
ド
ル
、
減
税
二
七
五
〇

億
ド
ル
、
州

政
府
支
援
・

メ
デ
ィ
ケ
ア

向
け
追
加
基

金
一
六
六
〇

億
ド
ル
、
長

期
失
業
者
を

対
象
と
す
る

失
業
保
険
・

健
康
保
険
六

六
〇
億
ド
ル

な
ど
の
総
計

で
あ
る
。
こ

の
経
済
刺
激

策
に
よ
っ
て
、

二
〇
一
一
年

ま
で
の
二
年

間
に
四
〇
〇

万
人
の
雇
用

創
出
・
維
持

を
目
標
と
す

る
（
１
）。

　

ま
た
、
オ
バ
マ
新
政
権
経
済
チ
ー

ム
（
２
）
に
よ
る
一
月
一
〇
日
発
表

で
は
、
経
済
刺
激
策
の
主
な
方
策
は
、

政
府
に
よ
る
直
接
的
雇
用
創
出
（
公

共
投
資
＝
道
路
、
橋
梁
、
そ
の
他
イ

ン
フ
ラ
建
設
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
関

連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
よ
る
も
の
だ

が
、
減
税
・
州
政
府
支
援
に
よ
る
間

接
的
な
雇
用
創
出
を
組
み
合
わ
せ
て

行
う
。
公
共
投
資
は
直
接
的
な
雇
用

創
出
に
は
な
る
が
短
期
的
な
創
出
規

模
で
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
減
税
策

や
州
政
府
支
援
を
伴
う
も
の
に
し
て
、

実
行
の
即
効
性
が
高
い
政
策
と
す
る

の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

オ
バ
マ
経
済
チ
ー
ム
に
よ
る
産
業

別
雇
用
創
出
試
算
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。
建
設
業
＝
六
七
万
八
〇
〇

〇
人
（
雇
用
創
出
目
標
総
数
の
一

八
％
）、
小
売
業
＝
六
〇
万
四
〇
〇

〇
人
（
一
六
％
）、
観

光
・
飲
食
業
等
サ
ー
ビ

ス
＝
四
九
万
九
〇
〇

〇
人
（
一
四
％
）、
製

造
業
＝
四
〇
万
八
〇

〇
〇
人
（
一
一
％
）、

中
央
・
州
政
府
等
公
的

部
門
＝
二
四
万
四
〇

〇
〇
人
（
七
％
）。

　

法
案
は
下
院
で
規

模
を
八
一
九
〇
億
ド

ル
に
修
正
し
、
一
月
二

八
日
、
賛
成
二
四
四
、

反
対
一
八
八
の
賛
成

多
数
で
可
決
し
た（
３
）。
採
決
前
に

ナ
ン
シ
ー
・
ペ
ロ
シ
議
長
（
民
主
党
・

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
選
出
）
は
「
ひ

と
月
当
た
り
五
〇
万
人
規
模
で
職
が

失
わ
れ
て
い
る
。
立
法
府
と
し
て

待
っ
て
い
る
猶
予
な
ど
な
い
」
と
法

案
を
早
期
に
可
決
す
る
こ
と
が
必
要

だ
と
改
め
て
強
調
し
た
。
た
だ
、
下

院
で
の
決
議
は
、
共
和
党
議
員
の
全

員
に
加
え
て
、
一
一
人
の
民
主
党
議

員
が
反
対
票
を
投
じ
た
。ジ
ェ
リ
ー
・

ル
イ
ス
下
院
議
員
（
共
和
党
・
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
選
出
）
は
金
額
の
大

き
さ
に
言
及
し
た
。
国
民
に
と
っ
て

生
涯
を
か
け
て
背
負

う
重
荷
に
な
っ
て
し

ま
う
と
力
説
す
る
。

　

続
く
上
院
で
の
法

案
審
議
の
結
果
、
予

算
規
模
を
八
三
八
二

億
ド
ル
と
し
た
も
の

と
な
っ
た
。
二
月
一
〇
日
の
本
会
議

で
投
票
が
行
わ
れ
、
賛
成
六
一
、
反

対
三
七
で
可
決
し
た
。
五
六
人
の
民

主
党
議
員
全
員
に
加
え
て
、
ス
ー
ザ

ン
・
コ
リ
ン
ズ
議
員
（
メ
ー
ン
州
）、

オ
リ
ン
ピ
ア
・
ス
ノ
ウ
議
員
（
メ
ー

ン
州
）、
ア
ー
レ
ン
・
ス
ペ
ク
タ
ー

議
員
（
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
）
の
共

和
党
員
の
ほ
か
、
二
人
の
無
党
派
議

員
も
賛
成
票
を
投
じ
た
。
今
後
、
下

院
で
可
決
さ
れ
た
法
案
と
の
一
本
化

を
は
か
っ
た
後
、
大
統
領
が
署
名
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
が
成
立
す
る

こ
と
と
な
る
。

海
外
労
働
事
情

図１　就業者数と失業者数の推移

図２　米国の失業保険新規申請者数

表１　州別失業率(失業率の高い州)   (%)
1 ミシガン州 10.6

2 ロードアイランド州 10.0 

3 サウスカロライナ州 9.5

4 カリフォルニア州 9.3

5 ネバダ州 9.1

6 オレゴン州 9.0 

資料出所：労働統計局ホームページより作成
http://www.bls.gov/web/laumstrk.htm
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二
〇
〇
八
年
の
雇
用
喪
失
は
約
二

五
九
万
人

　

そ
の
一
方
で
、
雇
用
情
勢
は
さ
ら

に
深
刻
化
し
て
い
る
。
連
邦
労
働
省

が
一
月
九
日
発
表
し
た
雇
用
統
計
に

よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
の
失

業
率
は
前
月
の
六
・
八
％
（
前
月
発

表
時
の
六
・
七
％
か
ら
修
正
）
か
ら

さ
ら
に
悪
化
し
、
七
・
二
％
と
な
っ

た
（
４
）。

　

非
農
業
部
門
の
就
業
者
数
は
季
節

調
整
済
み
で
前
月
比
五
二
万
四
〇
〇

〇
人
減
少
し
、
一
億
三
五
四
八
万
人
、

失
業
者
数
は
六
三
万
二
〇
〇
〇
人
増

加
し
一
一
一
〇
万
人
と
な
っ
た
。
二

〇
〇
八
年
の
通
年
で
の
雇
用
機
会
喪

失
は
二
五
八
万
九
〇
〇
〇
人
に
及
ん

だ
。
二
〇
〇
七
年
一
月
以
降
の
非
農

業
部
門
就
業
者
数
と
失
業
者
数
の
推

移
は
図
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
月
二
七
日
に
発
表
さ
れ
た
州
別

失
業
率
で
は
、ミ
シ
ガ
ン
州
の
一
〇
・

六
％
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
一

〇
・
〇
％
を
は
じ
め
、
九
％
を
超
え

る
州
が
六
州
に
な
っ
て
い
る
（
表
１

参
照
）。
失
業
保
険
期
間
延
長
の
基

準
と
な
る
六
％
を
超
え
る
州
は
三
五

州
で
あ
る
（
５
）。

　

毎
週
金
曜
日
朝
に
発
表
さ
れ
る
新

規
失
業
保
険
申
請
件
数
の
推
移
を
み

た
も
の
が
図
２
で
あ
る
。
二
〇
〇
八

年
一
二
月
末
か
ら
二
〇
〇
九
年
第
一

週
に
か
け
て
減
っ
た
も
の
の
、
第
二

週
以
降
は
増
加
傾
向
と
な
り
、
一
月

三
〇
日
に
発
表
さ
れ
た
一
月
一
九
日

か
ら
二
四
日
分
の
申
請
件
数
は
五
八

万
八
〇
〇
〇
人
で
あ
り
、
依
然
と
し

て
高
い
水
準
に
あ
る
。

加
速
化
す
る
企
業
に
よ
る
大
規
模

解
雇
・
人
員
削
減

　

労
働
統
計
局
が
一
月
二
八
日
に
発

表
し
た
大
規
模
解
雇
件
数
（
６
）
に

よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
を
通
じ
て
二

万
一
一
三
七
件
と
な
り
、
二
〇
〇
一

年
以
来
の
高
水
準
と
な
っ
た
。
州
別

で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ミ
シ
ガ

ン
州
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
、
オ
ハ

イ
オ
州
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
目
立
つ
。

一
二
月
下
旬
以
降
に
発
表
さ
れ
た
主

な
大
規
模
解
雇
事
例
を
表
２
に
示
し

た
。

〔
注
〕

１
．
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
四
〇
〇
万
人

と
い
う
の
は
、
対
策
を
打
た
な
か
っ
た

場
合
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
就
業
者
数

の
維
持
と
対
策
に
よ
っ
て
新
た
に
創
出

さ
れ
る
雇
用
機
会
の
総
計
で
あ
る
。

２
．C

hristina R
om
er

氏
（
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
教
授
）、Jared 

B
ernstein

氏
（
経
済
政
策
研
究
所
チ
ー

フ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
）

３
．
下
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

clerk.house.gov/evs/2009/roll046.
xm
l

）

４
．
労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
１
）

（http://w
w
w
.bls.gov/new

s.release/
pdf/em

psit.pdf

）

５
．
労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
２
）

（http://w
w
w
.bls.gov/w

eb/laum
strk.

htm

）

　
　

ち
な
み
に
州
別
失
業
率
の
過
去
最
高

水
準
と
最
低
水
準
に
つ
い
て
は
次
の

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

　
　

労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
３
）

（http://w
w
w
.bls.gov/w

eb/lauhsthl.
htm

）

６
．
労
働
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
４
）

（http://w
w
w
.bls.gov/new

s.release/
pdf/m

m
ls.pdf

）

　
　

労
働
統
計
局
に
よ
る
大
規
模
解
雇

（m
ass layoff 

）
に
関
す
る
数
値
は
、
一

件
五
〇
人
以
上
の
解
雇
を
対
象
と
し
て

集
計
さ
れ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

　
〝D

aily L
abor R

eport

〞, D
ec. 23, Ja

n.9,12,13,16,21,22,23,26,27,28,29,30,
F
eb. 2, 10, 2008, B

N
A

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.w
hitehouse.gov/assets/

D
ocum

ents/recovery_plan_m
etrics_re

port.pdf

）
（
国
際
研
究
部　

北
澤　

謙
）

イ
ギ
リ
ス

長
期
失
業
者
を
雇
用
し
た
企

業
に
助
成
な
ど―

政
府
、
景

気
・
雇
用
対
策
の
具
体
策
発

表
　

政
府
は
、
年
末
に
示
し
た
景
気
・

雇
用
対
策
の
枠
組
み
を
ベ
ー
ス
に
、

具
体
策
を
打
ち
出
し
始
め
た
。
一
月

に
発
表
し
た
雇
用
対
策
は
、
失
業
期

間
が
六
カ
月
を
超
え
る
失
業
者
を
雇

用
し
た
企
業
に
対
す
る
労
働
者
一
人

あ
た
り
二
五
〇
〇
ポ
ン
ド
を
上
限
と

す
る
助
成
金
の
支
給
と
、
一
〇
万
人

の
雇
用
創
出
を
目
指
す
公
共
投
資
が

柱
。
さ
ら
に
、
政
府
が
近
年
力
を
入

れ
て
い
る
徒
弟
制
度
の
一
層
の
充
実

表２　2008年の雇用失業情勢

企業名 業種・提供製品内容 削減人員数 公表日
フェデラルモーグル 自動車部品製造販売 4600 12月19日
アルコア アルミニウム製品製造 13500 1月6日 全世界規模で(従業員数＝38000:US, 

63000:その他諸国)
ボーイング 航空機製造 4500 1月9日 2009年第二四半期までに実施
セスナ・エアクラフト 軽飛行機・商用機製造 2000 1月13日 2009年第一四半期実施

2000 1月29日 2009年第一四半期実施（従業員数：
15000人）、2008年12月には、655人
削減を実施

モトローラ 通信機器・サービス提供 4000 1月14日
ミードウエストベーコ パッケージングソリューションと製

品を提供
2000 1月15日

サーキット・シティー・スト
アーズ

家電量販店 34000 1月16日

ハーツ レンタカー 4000 1月16日 全世界規模で
インテル 半導体製造 1500 1月21日
EMC 情報通信技術・サービスの提供 1680 1月21日 米国内従業員24000人の7％
マイクロソフト コンピュータ・ソフトウェア開発 5000 1月22日 2010年中期までに実施
ホーム・デポ 住宅リフォーム・建設資材・サービ

スの小売チェーン
7000 1月26日 330000人中、2％

ファイザーとワイスの合併 製薬 19000 1月26日 合併に伴う15％の人員削減
スプリント・ネクステル 携帯電話サービス 8000 1月26日 2009年第一四半期実施
ＩＢＭ コンピュータ関連、ビジネスコンサ

ルティングサービス
2800 1月26日

キャタピラー 建設機械 20000 1月26日
2110 1月30日 追加発表

テキサスインスツルメンツ 半導体開発・製造 3400 1月26日 従業員数の12％相当、2009年第三四
半期までに完了予定

エイブリィデニソン 粘着材料・ラベル製品 3600 1月27日 全従業員の10％相当、2010年までに
実施

コーニング 特殊ガラス・セラミック 3500 1月27日 2009年中に実施、全従業員の13％相
当

デュポン 化学 4000 1月28日 2009年中期までに実施
スターバックス コーヒー・チェーン店 6700 1月28日 全従業員の4％相当、米国内200店

舗閉鎖、2009年中に実施
イーストマンコダック フィルム・撮影機材 3500 ~ 4500 1月29日 2009年中に実施、全従業員の14％～

18％相当
アストラゼネカ 製薬 15000 1月29日 2013年までに実施

資料出所：“Daily Labor Report”, BNAなどより作成
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や
、
中
小
企
業
や
自
動
車
産
業
向
け

の
資
金
調
達
支
援
策
な
ど
で
、
景
気

後
退
と
雇
用
状
況
の
悪
化
に
歯
止
め

を
か
け
た
い
意
向
だ
。

九―

一
一
月
期
、
解
雇
者
数
二
二

万
五
〇
〇
〇
人

　

統
計
局
が
発
表
し
た
第
４
四
半
期

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
速
報
値
は
、
対
前
期
比

で
マ
イ
ナ
ス
一
・
五
％
と
前
期
に
続

き
縮
小
、
特
に
製
造
業
は
四
・
六
％

減
と
厳
し
く
落
ち
込
ん
で
い
る
ほ
か
、

流
通
・
宿
泊
・
飲
食
店
業
で
も
二
・

四
％
減
な
ど
、
農
林
水
産
業
を
除
く

全
て
の
産
業
部
門
で
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
た
。
前
後
し
て
発
表
さ
れ
た
九

―

一
一
月
期
の
雇
用
関
連
統
計
で
は
、

失
業
率
が
六
・
一
％
（
対
前
期
比
〇
・

四
ポ
イ
ン
ト
増
）
と
ほ
ぼ
一
〇
年
ぶ

り
に
高
い
水
準
に
達
し
た
ほ
か
、
失

業
者
数
が
一
九
二
万
三
〇
〇
〇
人
で

前
期
か
ら
一
三
万
一
〇
〇
〇
人
増
加

し
、
ま
た
〇
八
年
初
め
か
ら
加
速
的

に
増
加
し
て
い
る
解
雇
者
数
も
、
九

五
年
の
調
査
開
始
以
降
で
最
高
の
二

二
万
五
〇
〇
〇
人
（
対
前
期
比
七
万

八
〇
〇
〇
人
増
）
と
な
っ
た
。
雇
用

者
数
は
前
期
か
ら
二
万
六
〇
〇
〇
人

減
少
し
て
い
る
。
う
ち
、
男
性
は
フ

ル
タ
イ
ム
労
働
者
が
二
万
人
減
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
二
〇
〇
〇

人
増
加
し
た
。
一
方
、
女
性
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
者
は
五
万
一
〇
〇
〇
人
減
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
四
万
三
〇

〇
〇
人
増
と
振
幅
が
大
き
く
、
女
性

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
減
少
が
顕
著

だ
。

　

年
明
け
以
降
も
、
企
業
に
よ
る
大

規
模
な
人
員
削
減
計
画
の
発
表
が
相

次
い
で
い
る
。
倒
産
に
よ
り
小
売
大

手
ウ
ー
ル
ワ
ー
ス
の
二
万
七
〇
〇
〇

人
の
従
業
員
が
職
を
失
っ
た
ほ
か
、

一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
の
削
減
計
画

だ
け
で
も
、
バ
ー
ク
レ
イ
ズ
銀
行
の

四
六
〇
〇
人
、
鉄
鋼
業
の
コ
ー
ラ
ス

の
二
五
〇
〇
人
、
メ
リ
ル
リ
ン
チ
の

一
九
〇
〇
人
、
日
産
の
一
二
〇
〇
人
、

小
売
大
手
の
マ
ー
ク
ス
・
ア
ン
ド
・

ス
ペ
ン
サ
ー
の
一
二
〇
〇
人
な
ど
が
、

現
地
メ
デ
ィ
ア
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
数
百
人
規
模
の
削
減
計

画
も
、
製
造
業
や
小
売
業
な
ど
を
中

心
に
多
数
に
の
ぼ
る
。
さ
ら
に
今
後

は
、
企
業
が
新
規
採
用
を
抑
制
す
る

こ
と
に
よ
る
若
年
層
の
雇
用
状
況
の

悪
化
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

徒
弟
制
度
（apprenticeship
）
に

よ
り
訓
練
生
と
し
て
就
業
し
て
い
る

若
者
が
、
訓
練
期
間
の
途
中
で
解
雇

さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
建
設
業
な
ど
で
多

数
生
じ
て
い
る
と
い
う
。

　

一
方
で
、
小
売
業
を
中
心
に
大
幅

な
増
員
計
画
を
打
ち
出
す
企
業
も
出

て
き
て
お
り
、
テ
ス
コ
の
一
〇
〇
〇

〇
人
、
ア
ズ
ダ
の
七
〇
〇
〇
人
、
セ

イ
ン
ズ
ベ
リ
の
五
〇
〇
〇
人
、
モ
リ

ソ
ン
ズ
の
五
〇
〇
〇
人
、
ウ
ェ
イ
ト

ロ
ー
ズ
の
四
〇
〇
〇
人
な
ど
、
い
ず

れ
も
新
規
店
舗
の
開
設
や
店
舗
拡
張

が
理
由
だ
。
う
ち
、
ア
ズ
ダ
は
三
〇

〇
〇
人
を
長
期
失
業
者
か
ら
雇
用
す

る
と
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

公
共
事
業
実
施
で
一
〇
万
人
の
雇

用
創
出

　

政
府
は
、
昨
年
末
に
予
算
編
成
方

針
（P

re-B
udget R

eport

）
で
示

し
た
景
気
・
雇
用
対
策
の
枠
組
み
を

ベ
ー
ス
に
、
施
策
の
具
体
化
の
作
業

を
進
め
て
い
る
。
年
明
け
に
発
表
し

た
雇
用
対
策
の
柱
の
一
つ
は
、
長
期

失
業
者
を
雇
用
し
た
企
業
に
対
す
る

助
成
金
の
支
給
だ
。
失
業
期
間
が
六

カ
月
を
超
え
る
失
業
者
を
企
業
が
雇

用
す
る
場
合
、
対
象
と
な
る
失
業
者

の
就
業
に
対
す
る
困
難
の
度
合
い
に

応
じ
て
、
一
人
あ
た
り
二
五
〇
〇
ポ

ン
ド
を
上
限
と
す
る
助
成
金

（"golden hello"

）
を
支
給
す
る

ほ
か
、
起
業
を
希
望
す
る
失
業
者
に

対
す
る
訓
練
費
用
の
支
給
な
ど
と
併

せ
て
、
四
月
か
ら
二
年
間
で
五
億
ポ

ン
ド
の
予
算
を
投
じ
る
。

　

も
う
一
つ
の
柱
は
、
一
〇
万
人
の

雇
用
創
出
を
目
指
す
公
共
事
業
の
実

施
だ
。
二
年
間
で
一
〇
〇
億
ポ
ン
ド

を
充
て
て
、
学
校
や
病
院
の
修
復
、

鉄
道
網
の
拡
張
、
Ｉ
Ｔ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
整
備
な
ど
を
実
施
す
る
計
画
で
、

環
境
対
策
に
向
け
た
代
替
エ
ネ
ル

ギ
ー
開
発
の
た
め
の
投
資
な
ど
も
含

ま
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
政
府
が
近
年
力
を
入

れ
て
い
る
徒
弟
制
度
の
一
層
の
拡
充

も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
一
億
四
〇
〇

〇
万
ポ
ン
ド
を
か
け
て
三
万
五
〇
〇

〇
人
分
の
徒
弟
制
度
の
受
け
入
れ
枠

を
拡
大
す
る
計
画
で
、
う
ち
二
万
人

分
を
公
共
部
門
で
賄
う
。
徒
弟
制
度

に
関
す
る
政
府
の
来
年
度
予
算
は
一

〇
億
ポ
ン
ド
近
く
に
の
ぼ
り
、
今
回

の
拡
充
案
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
来
年

度
に
は
全
体
で
二
五
万
人
以
上
の
徒

弟
労
働
者
が
訓
練
を
開
始
す
る
こ
と

に
な
る
。

　

さ
ら
に
内
務
省
は
、
Ｅ
Ｕ
域
外
か

ら
の
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
に
関
す

る
制
度
の
厳
格
化
に
よ
り
、
国
内
の

労
働
者
に
対
す
る
職
業
紹
介
を
強
化

す
る
方
針
を
示
し
て
い
る
。
現
行
制

度
は
、
専
門
技
術
者
の
Ｅ
Ｕ
域
外
か

ら
の
募
集
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し

て
国
内
・
域
内
向
け
の
四
週
間
の
求

人
活
動
を
義
務
化
し
て
お
り
、
う
ち

二
週
間
を
募
集
期
間
に
充
て
る
べ
き

こ
と
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
実
態

と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
求
職

者
の
目
に
触
れ
に
く
い
業
界
誌
に
求

人
広
告
を
出
す
こ
と
で
、
実
質
的
に

は
国
内
労
働
者
の
採
用
を
回
避
し
て

廉
価
な
外
国
人
労
働
者
を
雇
い
入
れ

よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
が
、
看
護
師
や

建
設
現
場
労
働
者
な
ど
の
採
用
で
み

ら
れ
る
と
い
う
。
内
務
省
は
こ
う

い
っ
た
ケ
ー
ス
に
対
応
す
る
た
め
、

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
を
通
じ

た
募
集
を
二
週
間
実
施
す
る
こ
と
を

雇
用
主
に
義
務
付
け
る
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
景
気
対
策
と
し
て
は
、
年

末
の
付
加
価
値
税
率
の
引
き
下
げ
、

年
明
け
の
史
上
最
低
水
準
と
な
る

一
・
五
％
へ
の
利
下
げ
に
続
き
、
企

業
の
資
金
調
達
に
関
す
る
支
援
プ
ラ

ン
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、

最
大
二
〇
〇
億
ポ
ン
ド
ま
で
の
銀
行

の
中
小
企
業
向
け
融
資
に
対
す
る
政

府
保
証
の
ほ
か
、
自
動
車
産
業
へ
の

二
三
億
ポ
ン
ド
ま
で
の
融
資
保
証

（
高
度
な
技
術
開
発
や
低
炭
素
化
対

応
な
ど
の
投
資
に
限
定
）
な
ど
が
含

ま
れ
る
。

再
就
職
・
再
訓
練
を
柱
の
対
策
に

大
方
は
評
価

　

政
府
は
一
連
の
施
策
に
つ
い
て
、

前
保
守
党
政
権
と
の
姿
勢
の
違
い
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
前
政
権
は
八

〇
年
代
の
景
気
低
迷
の
時
期
に
、
衰

退
産
業
か
ら
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
を

失
業
隠
し
の
目
的
で
就
労
不
能
給
付

（
健
康
上
の
理
由
な
ど
か
ら
、
就
業

が
困
難
な
人
々
に
対
す
る
給
付
制

度
）
の
受
給
者
に
し
て
し
ま
い
、
結

果
と
し
て
彼
ら
が
労
働
市
場
に
戻
る

の
を
妨
げ
た
が
、
今
回
の
不
況
へ
の

政
府
の
対
応
は
、
失
業
者
の
速
や
か

な
再
就
職
や
再
訓
練
を
通
じ
て
国
内

の
五
〇
万
人
分
の
求
人
の
充
足
に
効

果
的
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
、

と
い
う
の
が
政
府
の
主
張
だ
。

　

失
業
者
を
福
祉
制
度
に
長
期
間
留

め
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
政

府
の
方
針
に
つ
い
て
、
有
識
者
の
間

で
は
賛
同
の
声
が
多
い
と
い
う
。
政

府
が
重
点
を
置
く
「
失
業
か
ら
六
カ

月
」
と
い
う
時
期
が
、
就
業
意
欲
の

喪
失
や
健
康
面
の
問
題
な
ど
か
ら
失

業
者
の
再
就
業
を
困
難
に
し
始
め
る

時
期
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の

理
由
の
一
つ
だ
。

　

ま
た
、
人
事
労
務
に
関
す
る
専
門

組
織
で
あ
る
人
事
開
発
協
会
（
Ｃ
Ｉ

Ｐ
Ｄ
）
も
、
雇
用
や
教
育
訓
練
に
対

す
る
公
的
な
助
成
、
公
共
事
業
の
拡

大
を
通
じ
た
雇
用
創
出
な
ど
の
必
要

性
を
認
め
て
お
り
、
民
間
部
門
が
低

調
な
時
期
に
は
、
公
共
部
門
の
活
性

化
を
通
じ
て
民
間
部
門
を
刺
激
す
る

必
要
が
あ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
は
会
員
企
業
に
対
し
て
、
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人
員
削
減
の
コ
ス
ト
は
解
雇
手
当
の

支
払
い
ば
か
り
で
な
く
、
将
来
的
に

雇
う
労
働
者
の
訓
練
や
残
留
し
た
従

業
員
の
士
気
の
低
下
に
よ
っ
て
生
産

性
を
押
し
下
げ
る
な
ど
高
額
に
な
り

得
る
た
め
、
回
避
す
る
よ
う
呼
び
か

け
て
い
る
と
い
う
。

　

イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
（
Ｔ
Ｕ

Ｃ
）
も
、
一
連
の
施
策
に
賛
意
を
示

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
政
府
と
の
間

で
合
意
が
あ
っ
た
と
す
る
解
雇
手
当

の
法
定
額
の
引
き
上
げ
に
関
し
て
、

実
現
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を

表
明
し
て
お
り
、
引
き
続
き
こ
れ
を

要
請
し
て
い
る
ほ
か
、
解
雇
に
よ
り

失
業
し
た
人
々
に
は
、
速
や
か
に
訓

練
や
職
業
紹
介
な
ど
の
支
援
を
行
う

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、

政
府
が
雇
用
対
策
と
並
行
し
て
準
備

を
進
め
て
い
る
福
祉
制
度
改
革
（
各

種
給
付
制
度
の
受
給
者
の
ほ
と
ん
ど

に
、
求
職
活
動
や
職
業
訓
練
な
ど
就

業
に
関
連
す
る
活
動
へ
の
参
加
を
義

務
化
す
る
な
ど
、
制
度
を
厳
格
化
）

に
つ
い
て
は
、
不
況
に
よ
り
毎
週
数

千
人
が
職
を
失
っ
て
い
る
中
で
、
受

給
条
件
を
厳
し
く
す
る
こ
と
は
良
い

結
果
を
生
ま
な
い
、
と
強
く
批
判
し

て
い
る
。

　

一
方
、
野
党
や
企
業
の
間
に
は
、

厳
し
い
批
判
も
あ
る
。
例
え
ば
イ
ギ

リ
ス
商
工
会
議
所
（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
）
は
、

長
期
失
業
者
の
雇
用
に
対
す
る
助
成

は
、
採
用
を
予
定
し
て
い
な
い
企
業

に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
少
額
す
ぎ

る
と
し
て
い
る
。
ま
た
野
党
か
ら
は
、

そ
も
そ
も
助
成
が
な
く
と
も
就
職
し

て
い
た
は
ず
の
労
働
者
の
雇
用
に
対

す
る
無
駄
な
支
出
に
な
り
得
る
と
の

声
も
あ
る
。
同
様
に
、
公
共
投
資
を

通
じ
た
一
〇
万
人
の
雇
用
創
出
に
つ

い
て
も
、
一
カ
月
で
失
わ
れ
る
程
度

の
雇
用
に
し
か
相
当
し
な
い
と
の
指

摘
や
、
提
供
さ
れ
る
仕
事
が
継
続
的

で
良
質
な
も
の
に
な
り
得
な
い
こ
と
、

さ
ら
に
は
公
共
事
業
の
委
託
先
が
入

札
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
結
果
、
外

国
企
業
や
外
国
人
労
働
者
に
仕
事
が

流
出
し
か
ね
な
い
、
と
い
っ
た
批
判

も
あ
る
。
経
営
者
団
体
の
イ
ギ
リ
ス

産
業
連
盟
（
Ｃ
Ｂ
Ｉ
）
は
、
失
業
状

態
に
あ
る
人
々
へ
の
対
策
も
重
要
だ

が
、
む
し
ろ
失
業
者
の
増
加
を
防
ぐ

施
策
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
の

た
め
に
は
企
業
の
資
金
調
達
の
支
援

や
企
業
の
負
債
に
関
す
る
政
府
保
証

な
ど
の
策
に
注
力
し
、
金
融
市
場
が

再
び
機
能
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で

あ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
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追
加
景
気
対
策
で
雇
用
維
持

企
業
を
支
援―

―

自
動
車
各

社
、
短
縮
労
働
時
間
制
度
の

活
用
へ

　

連
邦
政
府
は
一
月
一
二
日
、
外
需

の
冷
え
込
み
や
雇
用
情
勢
悪
化
へ
の

懸
念
の
広
が
り
を
受
け
、
二
〇
一
〇

年
ま
で
の
二
年
間
に
総
額
五
〇
〇
億

ユ
ー
ロ
規
模
を
投
じ
る
追
加
景
気
対

策
を
行
う
こ
と
で
合
意
し
た
。
公
共

投
資
や
減
税
、
雇
用
維
持
企
業
へ
の

支
援
な
ど
が
柱
で
、
二
月
半
ば
ま
で

の
国
会
通
過
、
七
月
か
ら
の
実
施
を

目
指
す
。
昨
年
一
一
月
に
決
め
た
五

〇
〇
億
ユ
ー
ロ
規
模
の
財
政
出
動
と

合
わ
せ
る
と
、
欧
州
諸
国
で
最
大
規

模
の
財
政
出
動
と
な
る
。
雇
用
対
策

で
は
短
縮
労
働
時
間
制
度
に
よ
り
従

業
員
の
雇
用
を
維
持
し
た
企
業
に
対

し
、
社
会
保
険
料
負
担
の
半
減
を
盛

り
込
ん
だ
。
追
加
景
気
対
策
が
決

ま
っ
た
翌
週
か
ら
、
主
に
自
動
車
大

手
各
社
な
ど
が
、
制
度
導
入
の
考
え

を
相
次
い
で
公
表
し
て
い
る
。

制
度
導
入
企
業
の
社
会
保
険
料
負

担
減
免

　

今
回
の
追
加
景
気
対
策
で
連
邦
政

府
は
、
短
縮
労
働
時
間
制
度
の
導
入

に
よ
り
従
業
員
の
解
雇
を
避
け
、
雇

用
を
維
持
す
る
場
合
、
使
用
者
側
の

社
会
保
険
料
負
担
を
半
減
す
る
方
向

を
示
し
た
。
同
制
度
の
活
用
を
希
望

す
る
企
業
は
、
雇
用
庁
に
申
請
を
行

い
、
同
庁
の
審
査
を
経
て
認
可
を
受

け
る
（
１
）。
申
請
条
件
は
、
①
給

与
支
払
停
止
を
伴
う
大
幅
な
操
業
停

止
（
具
体
的
に
は
、
経
済
的
か
つ
不

可
避
な
事
由
に
基
づ
く
一
時
的
な
も

の
で
、
当
該
操
業
停
止
に
よ
り
全
正

規
従
業
員
の
少
な
く
と
も
三
分
の
一

の
月
収
（
税
控
除
前
）
が
一
〇
％
以

上
減
る
場
合
）
②
正
規
従
業
員
一
人

以
上
の
事
業
所
（
制
度
の
適
用
は
事

業
所
内
の
一
部
局
の
み
を
対
象
と
す

る
こ
と
も
可
能
）
③
社
会
保
険
料
負

担
を
伴
う
雇
用
の
継
続
④
労
働
協
約
、

事
業
所
協
定
あ
る
い
は
個
別
雇
用
契

約
に
お
け
る
労
使
合
意
（
加
え
て
従

業
員
代
表
委
員
会
が
あ
る
企
業
で
は
、

そ
の
同
意
）―

―

で
あ
る
。
同
制
度

を
導
入
す
る
と
、
短
縮
労
働
時
間
分

の
賃
金
支
給
は
必
要
だ
が
、
社
会
保

険
料
負
担
は
半
分
に
軽
減
さ
れ
る
。

こ
れ
と
並
行
し
て
政
府
は
、
短
時
間

勤
務
の
対
象
と
な
っ
た
労
働
者
、
い

か
な
る
資
格
も
持
た
な
い
若
年
労
働

者
、
な
ら
び
に
長
期
に
わ
た
っ
て
養

成
訓
練
機
会
を
探
し
て
い
た
若
年
者

に
対
す
る
教
育
・
訓
練
支
援
に
対
し
、

〇
九
年
〜
一
〇
年
の
時
限
措
置
で
約

二
〇
億
ユ
ー
ロ
を
追
加
注
入
し
、
再

教
育
・
継
続
訓
練
を
拡
充
す
る
ほ
か
、

雇
用
庁
に
五
〇
〇
〇
人
の
増
員
措
置

を
講
じ
る
。

　

昨
年
一
一
月
に
公
表
さ
れ
た
景
気

対
策
で
は
、
今
年
一
月
か
ら
一
年
間

の
時
限
措
置
と
し
て
、
労
働
時
間
短

縮
の
対
象
と
な
っ
た
労
働
者
の
賃
金

減
額
に
対
す
る
給
付
を
六
カ
月
か
ら

一
八
カ
月
間
に
拡
大
す
る
措
置
を
盛

り
込
ん
で
い
た
。
当
該
労
働
者
は
時

短
分
の
賃
金
が
減
額
す
る
が
、
従
前

の
賃
金
水
準
の
六
〇
％
（
扶
養
児
童

が
い
る
場
合
は
六
七
％
）
を
政
府
が

給
付
す
る
。
給
付
期
間
中
に
追
加
訓

練
す
る
措
置
も
講
じ
て
い
る
。

派
遣
会
社
に
は
厳
格
な
制
度
適
用

要
件

　

同
制
度
の
活
用
は
原
則
と
し
て
正

社
員
を
対
象
と
し
、
僅
少
労
働
者
、

派
遣
労
働
者
、副
業
従
事
者
、年
金
・

疾
病
・
失
業
給
付
受
給
者
、
雇
用
庁

が
実
施
す
る
全
日
継
続
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
参
加
者
を
対
象
外
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
派
遣
労
働
者
比
率
が
高
い
自

動
車
産
業
の
短
縮
操
業
の
影
響
で
、

と
り
わ
け
同
産
業
へ
の
人
材
派
遣
を

専
門
に
す
る
派
遣
業
者
へ
の
打
撃
が

大
き
い
た
め
、
政
府
は
一
一
月
五
日
、

行
政
通
達
に
よ
り
例
外
的
に
派
遣
業

者
の
制
度
活
用
申
請
を
認
め
る
要
件

を
示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
派

遣
元
企
業
が
、
①
派
遣
契
約
で
定
め

ら
れ
た
派
遣
先
で
の
就
業
が
減
産
や

受
注
制
限
に
よ
り
終
了
し
て
い
る
②

当
面
の
間
同
分
野
で
の
受
注
も
そ
の

他
の
分
野
で
の
人
材
派
遣
需
要
も
期

待
で
き
ず
、当
該
派
遣
労
働
者
が「
緊

急
の
経
営
上
の
必
要
性
に
基
づ
く
正

当
な
解
雇
」（
解
雇
制
限
法
第
一
条
）

の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
③
派

遣
元
企
業
が
当
該
派
遣
労
働
者
の
雇

用
を
継
続
す
る―

―

を
証
明
す
れ
ば
、

申
請
が
認
め
ら
れ
る
。

活
用
企
業
、
相
次
ぐ

　

追
加
景
気
対
策
が
決
ま
っ
た
翌
週

に
は
早
く
も
、
自
動
車
産
業
を
中
心

に
短
縮
労
働
時
間
制
度
の
活
用
を
公

表
す
る
企
業
が
相
次
い
で
い
る
。

フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
社
で
は
四
工

場
の
従
業
員
二
万
六
〇
〇
〇
人
が
、

Ｂ
Ｍ
Ｗ
社
で
は
国
内
工
場
の
従
業
員

六
万
一
〇
〇
〇
人
が
対
象
と
な
る
見

通
し
だ
。
自
動
車
部
品
メ
ー
カ
ー
大

手
の
ボ
ッ
シ
ュ
社
も
、
従
業
員
九
〇

〇
〇
人
の
労
働
時
間
短
縮
を
公
表
し

た
。
ダ
イ
ム
ラ
ー
社
で
は
昨
年
か
ら

操
業
を
一
時
停
止
し
て
い
た
シ
ュ
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ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
工
場
お
よ
び
シ
ン

デ
ル
フ
ィ
ン
ゲ
ン
工
場
で
の
生
産
を

一
月
一
二
日
に
再
開
し
、
こ
れ
と
同

時
に
従
業
員
約
三
万
人
を
対
象
に
短

縮
労
働
時
間
制
度
を
導
入
し
た
。
同

社
は
、
こ
の
ほ
か
六
工
場
に
も
同
制

度
の
活
用
を
拡
大
す
る
方
向
だ
。
Ｇ

Ｍ
子
会
社
の
オ
ペ
ル
社
も
、
制
度
導

入
の
方
針
で
労
組
側
と
の
協
議
を
進

め
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
ト
ラ
ッ
ク

メ
ー
カ
ー
の
マ
ン
社
、
鉄
鋼
大
手
の

テ
ュ
ッ
セ
ン
・
ク
ル
ッ
プ
社
、
バ
イ

エ
ル
ス
ド
ル
フ
社
、
ヴ
ェ
ッ
カ
ー
社

も
短
縮
労
働
時
間
制
を
活
用
す
る
方

針
を
示
し
て
い
る
。

　

短
縮
労
働
時
間
制
を
導
入
す
る
事

業
所
に
は
、
そ
の
旨
公
告
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
公

告
を
も
と
に
雇
用
庁
が
一
月
二
九
日

に
公
表
し
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
時
短

給
付
対
象
労
働
者
数
は
、
昨
年
一
二

月
に
四
〇
万
四
〇
〇
〇
人
（
こ
の
う

ち
、
景
気
悪
化
を
理
由
と
す
る
時
短

給
付
対
象
労
働
者
数
は
二
九
万
五
〇

〇
〇
人
）
で
、
前
月
比
で
二
四
万
人

増
（
同
一
五
万
八
〇
〇
〇
人
増
）、

前
年
比
で
は
三
〇
万
二
〇
〇
〇
人
増

（
同
二
八
万
六
〇
〇
〇
人
増
）
だ
っ

た
。
雇
用
庁
は
、
今
後
数
カ
月
、
時

短
勤
務
の
対
象
と
な
る
労
働
者
数
が

一
層
増
加
す
る
と
の
予
測
を
示
し
て

い
る
。
な
お
、
雇
用
庁
が
同
日
明
ら

か
に
し
た
失
業
指
標
に
よ
れ
ば
、
一

月
の
失
業
者
数
は
三
四
八
万
九
〇
〇

〇
人
（
前
月
比
三
八
万
七
〇
〇
〇
人

増
）
で
、
失
業
率
は
前
月
比
で
〇
・

九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、
八
・
三
％
と

な
っ
た
。

減
税
、
健
康
保
険
料
引
き
下
げ
な

ど
消
費
刺
激
策
も

　

今
回
の
追
加
景
気
対
策
は
さ
ら
に
、

総
額
一
八
〇
億
ユ
ー
ロ
の
公
共
投

資
・
研
究
開
発
や
消
費
刺
激
策
も
盛

り
込
ん
で
い
る
。
公
共
投
資
は
主
に
、

保
育
所
、
学
校
、
病
院
、
道
路
、
鉄

道
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
網
な
ど
の
整

備
に
向
け
る
。
研
究
開
発
に
つ
い
て

は
、中
小
企
業
の
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

分
野
や
環
境
配
慮
型
自
動
車
技
術
開

発
へ
の
助
成
を
拡
充
す
る
。
他
方
、

消
費
刺
激
策
の
柱
は
、
約
九
〇
億

ユ
ー
ロ
規
模
の
減
税
だ
。
所
得
税
の

最
低
税
率
を
一
五
％
か
ら
一
四
％
に

引
き
下
げ
、
基
礎
控
除
額
は
〇
九
年
、

一
〇
年
に
各
々
一
七
〇
ユ
ー
ロ
引
き

上
げ
る
（
〇
九
年―

七
八
三
四
ユ
ー

ロ
、
一
〇
年―

八
〇
〇
四
ユ
ー
ロ
）。

ま
た
、
子
供
の
い
る
世
帯
を
対
象
に

子
供
一
人
当
た
り
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
の

特
別
一
時
金
を
支
給
す
る
ほ
か
、
〇

九
年
七
月
か
ら
子
供
の
い
る
失
業
給

付
Ⅱ
受
給
者
に
対
す
る
児
童
手
当
を

増
額
す
る
。
さ
ら
に
、
健
康
保
険
料

率
（
労
使
折
半
）
の
引
き
下
げ
（
一

五
・
一
％
↓
一
四
・
九
％
）
や
環
境

配
慮
型
の
新
車
買
い
替
え
に
対
す
る

二
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
支
給
（
〇
九
年

末
ま
で
）
も
掲
げ
て
い
る
。

　
　〔
注
〕

　

要
件
を
満
た
せ
ば
、
申
請
時
に
許
可
が

得
ら
れ
る
た
め
、
申
請
月
か
ら
短
縮
労
働

制
度
の
活
用
が
可
能
。

【
参
考
資
料
】

　

連
邦
政
府
発
表
資
料
、
連
邦
労
働
社
会

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
雇
用
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

委
託
調
査
員
月
次
報
告
、D

eutsche W
ell, 

E
arth T

im
es, B

ayerischer R
undfunk

各
紙
。

（
国
際
研
究
部
）

ド
イ
ツ
②

連
邦
議
会
、
最
賃
関
連
二
法

案
を
可
決―

―

労
働
者
派
遣

業
へ
の
適
用
、
断
念

　

連
邦
議
会
（
下
院
）
は
一
月
二
一

日
、
最
低
賃
金
関
連
二
法
案
（
労
働

者
送
り
出
し
法
お
よ
び
最
低
労
働
条

件
法
）
を
可
決
し
た
。
昨
年
七
月
に

閣
議
決
定
に
至
っ
た
両
法
案
（
１
）

に
つ
い
て
は
、
送
り
出
し
法
の
適
用

対
象
業
種
、
と
り
わ
け
派
遣
業
へ
の

適
用
可
否
を
め
ぐ
っ
て
与
党
内
の
議

論
が
紛
糾
し
、
連
立
作
業
部
会
の
検

討
が
難
航
を
極
め
た
（
２
）。
シ
ョ

ル
ツ
労
働
社
会
相
は
、
八
業
種
へ
の

送
り
出
し
法
の
適
用
を
目
指
し
て
い

た
が
、
最
終
的
に
は
派
遣
業
お
よ
び

林
業
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
六
業
種
（
①

介
護
②
警
備
③
鉱
山
特
殊
業
務
④
業

務
用
繊
維
製
品
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
⑤
ゴ

ミ
処
理
⑥
継
続
教
育
訓
練
サ
ー
ビ
ス

―
―

の
み
を
対
象
と
す
る
方
向
で
妥

協
し
、
可
決
に
漕
ぎ
着
け
た
。
両
法

案
の
成
立
に
は
、
各
州
政
府
代
表
で

構
成
す
る
連
邦
参
議
院
（
上
院
）
の

同
意
が
必
要
（
３
）
だ
が
、
州
政
府

が
両
法
案
の
実
施
監
督
規
定
に
異
議

を
唱
え
て
い
る
た
め
、
予
断
を
許
さ

な
い
状
況
だ
。

送
り
出
し
法
、
六
業
種
に
適
用

　

今
回
の
議
会
審
議
に
先
立
っ
て
連

立
作
業
部
会
は
一
月
一
二
日
、
介
護
、

警
備
、
業
務
用
繊
維
製
品
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
、
鉱
山
特
殊
業
務
、
ゴ
ミ
処
理

の
五
業
種
に
つ
い
て
は
送
り
出
し
法

を
適
用
す
る
方
向
で
合
意
し
て
い
た
。

業
務
用
繊
維
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
は
、

そ
れ
ま
で
異
な
る
水
準
に
あ
っ
た
最

低
賃
金
が
統
一
さ
れ
、
昨
年
一
二
月

時
点
で
送
り
出
し
法
の
適
用
が
確
実

だ
っ
た
。
ゴ
ミ
処
理
業
で
は
、
労
使

間
の
合
意
が
今
年
一
月
一
一
日
に
成

立
し
、
滑
り
込
み
で
拡
大
が
認
め
ら

れ
た
。
ま
た
、
介
護
に
つ
い
て
は
、

労
働
協
約
が
適
用
さ
れ
な
い
教
会
組

織
を
含
め
た
特
別
委
員
会
で
最
終
的

な
最
賃
額
を
決
定
す
る
方
向
で
合
意

が
成
立
し
て
い
る
。
継
続
教
育
訓
練

サ
ー
ビ
ス
は
、
作
業
部
会
開
催
後
の

調
整
で
適
用
業
種
に
加
わ
っ
た
格
好

だ
。
こ
れ
ら
六
業
種
全
体
で
約
一
二

〇
万
人
の
労
働
者
に
最
賃
が
導
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。だ
が
、最
大
の
争

点
だ
っ
た
労
働
者
派
遣
業
へ
の
送
り

出
し
法
の
適
用
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

労
働
者
派
遣
業
に
つ
い
て
シ
ョ
ル

ツ
労
働
社
会
相
は
、
七
・
三
一
ユ
ー

ロ
（
旧
西
独
地
域
）、
六
・
三
六
ユ
ー

ロ
（
旧
東
独
地
域
）
の
最
賃
を
適
用

す
る
方
向
で
調
整
を
重
ね
て
き
た
。

だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同

盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
寄
り
の
労

働
協
約
で
は
七
・
二
一
ユ
ー
ロ
（
旧

西
独
地
域
）・
六
・
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
旧

東
独
地
域
）
が
普
及
し
て
お
り
、
Ｃ

Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
側
が
最
後
ま
で
強
く

抵
抗
し
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
シ
ョ

ル
ツ
労
働
社
会
相
は
、
派
遣
業
を
除

外
し
た
形
で
の
法
案
通
過
で
妥
協
し

た
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
金
融
危
機
に

対
す
る
追
加
景
気
対
策
の
協
議
で
、

社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
側
が
増
税

案
を
引
き
下
げ
る
条
件
と
し
て
、
最

賃
関
連
法
案
へ
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ

側
の
同
意
を
促
し
た
と
い
う
。
一
時

は
廃
案
の
危
機
ま
で
報
じ
ら
れ
て
い

た
が
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ
Ｕ
側
と
し
て

も
、
秋
の
総
選
挙
前
に
最
賃
問
題
に

何
ら
か
の
区
切
り
を
つ
け
た
い
思
惑

も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

も
っ
と
も
、
両
法
案
は
二
月
一
三

日
に
連
邦
参
議
院
に
提
出
さ
れ
る
予

定
で
、
同
意
が
ス
ム
ー
ズ
に
得
ら
れ

る
か
と
い
う
課
題
も
残
っ
て
い
る
。

先
月
報
じ
た
と
お
り
（
２
）、
州
政

府
か
ら
両
法
案
の
監
督
規
定
に
つ
い

て
異
議
が
出
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
。

法
案
で
は
、
送
り
出
し
法
に
関
す
る

監
督
は
連
邦
レ
ベ
ル（
連
邦
税
官
吏
）

で
、
最
低
労
働
条
件
法
の
監
督
は
州

レ
ベ
ル
で
行
う
旨
定
め
ら
れ
て
い
る

が
、
各
州
は
連
邦
税
官
吏
に
よ
る
統
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一
的
監
督
を
求
め
て
い
る
。

労
働
側
、
全
国
一
律
最
賃
導
入
求

め
る

　

シ
ョ
ル
ツ
労
働
社
会
相
は
今
回
の

法
案
可
決
を
歓
迎
し
た
が
、
ド
イ
ツ

労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）、統
一
サ
ー

ビ
ス
産
業
労
組
（
ｖ
ｅ
ｒ
ｄ
ｉ
）
は
、

「
労
働
者
派
遣
業
に
適
用
が
及
ば
な

け
れ
ば
、
賃
金
ダ
ン
ピ
ン
グ
は
今
後

も
継
続
す
る
」
と
批
判
を
寄
せ
て
い

る
。
そ
の
う
え
で
ゾ
ン
マ
ー
・
Ｄ
Ｇ

Ｂ
議
長
は
、
今
後
も
引
き
続
き
全
国

一
律
最
低
賃
金
（
七
・
五
ユ
ー
ロ
）

の
導
入
を
求
め
て
い
く
方
針
を
あ
ら

た
め
て
表
明
し
て
い
る
。
労
組
系
シ

ン
ク
タ
ン
ク
の
ハ
ン
ス
・
ベ
ッ
ク

ラ
ー
財
団
（
Ｗ
Ｓ
Ｉ
）
も
、「
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
の
問
題
は
、
こ
れ
で
は
解

決
さ
れ
な
い
」
な
ど
と
批
判
的
だ
。

　

こ
れ
に
対
し
経
営
側
は
、
今
回
の

法
案
で
最
賃
が
導
入
さ
れ
る
の
が
、

比
較
的
就
業
者
規
模
の
少
な
い
業
種

が
大
半
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
経
済
的

影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
し
て
、

総
じ
て
穏
便
な
反
応
だ
。
他
方
、
ド

イ
ツ
経
済
研
究
所（
Ｄ
Ｉ
Ｗ
）は
、「
金

融
危
機
の
最
中
に
、
所
得
分
配
問
題

を
前
面
に
押
し
出
し
た
法
律
を
成
立

さ
せ
て
も
意
味
が
な
い
。
今
求
め
ら

れ
る
の
は
雇
用
効
果
の
あ
る
政
治
決

定
だ
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

派
遣
業
の
最
賃
、
個
別
規
制
の
対

応
策
も
浮
上

　

労
働
者
派
遣
業
が
送
り
出
し
法
の

適
用
対
象
外
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、

シ
ョ
ル
ツ
労
働
社
会
相
は
、
労
働
者

派
遣
法
に
最
賃
規
制
を
盛
り
込
む
代

案
を
提
示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

派
遣
労
働
者
と
正
社
員
の
賃
金
格
差

を
特
定
範
囲
内
に
定
め
る
方
向
を
示

唆
し
た
と
い
う
。
シ
ョ
ル
ツ
労
働
社

会
相
の
こ
う
し
た
意
向
に
つ
い
て
ブ

ラ
ウ
ク
ジ
ー
ペ
作
業
部
会
議
長
は
、

「
労
働
者
派
遣
法
に
公
序
良
俗
に
反

す
る
賃
金
設
定
の
禁
止
規
定
を
設
け

る
可
能
性
は
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し

て
い
る
。
業
種
の
平
均
賃
金
の
三

〇
％
を
下
回
る
賃
金
を
公
序
良
俗
違

反
と
す
る
内
容
だ
。

　

別
の
方
策
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
労
働
者
派
遣
法
は
、
派
遣

期
間
の
上
限
規
制
撤
廃
と
引
き
替
え

に
、
賃
金
な
ど
労
働
条
件
の
正
社
員

と
の
均
等
待
遇
原
則
を
義
務
化
し
た
。

だ
が
、
労
働
協
約
で
別
の
定
め
を
決

め
て
い
る
場
合
は
、
均
等
待
遇
原
則

の
例
外
扱
い
と
し
て
い
る
た
め
、
均

等
待
遇
原
則
が
有
名
無
実
化
し
て
い

る
の
が
実
態
だ
。
さ
ら
に
、
労
働
協

約
の
有
効
期
限
が
切
れ
、
新
協
約
が

ま
だ
締
結
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
使

用
者
側
は
旧
協
約
を
適
用
し
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
旧
協
約

の
適
用
は
三
〇
件
〜
四
〇
件
に
及
ん

で
い
る
と
い
う
。
検
討
さ
れ
て
い
る

の
は
こ
の
旧
協
約
の
適
用
禁
止
で
、

実
現
す
れ
ば
、
協
約
が
切
れ
た
場
合

に
自
動
的
に
均
等
待
遇
原
則
が
貫
徹

す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｃ
Ｄ
Ｕ
・
Ｃ
Ｓ

Ｕ
側
が
こ
う
し
た
提
案
に
応
じ
る
か
、

ま
た
ど
の
程
度
の
妥
協
案
で
歩
み
寄

る
か
は
未
知
数
だ
が
、
報
道
に
よ
れ

ば
一
月
中
に
会
合
が
設
け
ら
れ
る
方

向
だ
。

〔
注
〕

１
．
〇
八
年
一
二
月
ま
で
の
最
低
賃
金
を

め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
は
、
本
誌
〇
九

年
年
二
月
号
（
Ｐ
43
〜
45
）
を
参
照
。

２
．
関
連
二
法
案
の
概
要
は
、
本
誌
〇
八

年
一
〇
月
号
（
Ｐ
34
〜
36
）
を
参
照
。

３
．
州
に
新
た
な
行
政
費
用
を
発
生
さ
せ

る
連
邦
法
、
あ
る
い
は
既
存
の
州
法
に

関
わ
る
連
邦
法
の
制
定
に
は
、
連
邦
参

議
院
の
同
意
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

　

連
邦
労
働
社
会
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
委

託
調
査
員
月
次
報
告
、H

andelsblatt

（
〇

九
年
一
月
一
二
日
）、F

rankfurter 
A
llgem

eine

（
〇
九
年
一
月
二
二
日
）、ボ
ッ

シ
ュ
教
授
（
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
グ
・
エ
ッ
セ

ン
大
学
）
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
。

（
国
際
研
究
部
）

フ
ラ
ン
ス

大
規
模
ス
ト
、
雇
用
不
安
に

加
え
大
統
領
の
強
引
な
改
革

に
反
発

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
月
二
九
日
、
賃

上
げ
や
雇
用
保
護
を
求
め
、
主
要
八

労
組
が
全
国
規
模
の
統
一
ス
ト
を
実

施
し
た
。
パ
リ
や
マ
ル
セ
イ
ユ
な
ど

の
全
国
の
主
要
都
市
で
繰
り
広
げ
ら

れ
た
「
雇
用
の
安
定
」
を
求
め
る
抗

議
デ
モ
に
は
、
公
的
部
門
の
組
合
員

だ
け
で
な
く
、
金
融
な
ど
の
民
間
企

業
の
労
働
者
も
多
数
参
加
し
、
二
〇

〇
六
年
の
Ｃ
Ｐ
Ｅ（
初
回
雇
用
契
約
）

抗
議
デ
モ
（
注
）
に
匹
敵
す
る
規
模

に
達
し
、
二
〇
〇
七
年
五
月
の
サ
ル

コ
ジ
政
権
発
足
以
来
最
大
の
規
模
と

な
っ
た
。

　

労
組
側
の
発
表
に
よ
る
と
、公
的
・

私
的
部
門
を
合
わ
せ
て
全
国
で
二
五

〇
万
人
（
政
府
発
表
で
は
一
〇
八
万

人
）
の
労
働
者
が
デ
モ
に
参
加
し
た
。

デ
モ
行
進
は
特
に
地
方
で
勢
い
を
見

せ
、
病
院
や
福
祉
、
高
等
教
育
機
関

関
係
者
が
数
多
く
参
加
し
、「
雇
用
の

保
護
」「
公
的
企
業
の
保
護
」「
福
祉
社

会
の
破
壊
阻
止
」「
自
由
の
保
護
」
な

ど
、
様
々
な
要
求
が
掲
げ
ら
れ
た
。

世
論
調
査
機
関
Ｃ
Ｓ
Ａ
に
よ
れ
ば
、

国
民
の
六
九
％
が
ス
ト
と
デ
モ
に
共

感
の
意
を
示
し
た
。
今
回
の
大
規
模

デ
モ
は
、
国
際
的
な
金
融
危
機
以
降

深
刻
化
し
て
い
る
雇
用
や
労
働
条
件

の
悪
化
へ
の
批
判
だ
け
で
な
く
、
サ

ル
コ
ジ
政
権
が
進
め
る
教
育
や
医
療
、

司
法
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
部
門
に
お
け

る
一
連
の
「
改
革
」
に
対
す
る
国
民

の
大
き
な
不
満
と
強
い
反
発
を
浮
き

彫
り
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

総
額
三
六
〇
億
円
に
の
ぼ
る
金
融

機
関
支
援
や
三
兆
円
を
超
え
る
企
業

支
援
重
視
の
経
済
刺
激
プ
ラ
ン
な
ど
、

こ
れ
ま
で
に
政
府
が
打
ち
出
し
て
き

た
金
融
危
機
対
策
に
対
し
、
労
組
側

は
「
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
は
、
自
分

た
ち
に
責
任
の
な
い
経
済
危
機
の
た

め
に
、
賃
金
や
雇
用
の
不
安
の
犠
牲

を
払
わ
さ
れ
て
い
る
と
強
く
感
じ
て

い
る
」
と
主
張
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ

ベ
ル
で
素
早
く
対
応
を
み
せ
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
国
レ
ベ
ル
で
も
素
早

い
対
応
を
見
せ
る
べ
き
だ
」
と
、
早

急
に
現
実
的
な
解
決
策
を
示
す
よ
う

政
府
に
強
く
求
め
た
。　

　

こ
れ
に
対
し
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は

「
か
つ
て
な
い
規
模
で
広
が
っ
た
国

際
的
な
経
済
危
機
の
な
か
に
あ
っ
て
、

国
民
の
不
安
は
『
妥
当
』
で
あ
る
」

と
、
今
回
の
デ
モ
や
ス
ト
に
対
し
て

理
解
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、

二
〇
〇
九
年
度
に
実
施
予
定
の
改
革

案
に
つ
い
て
労
使
代
表
と
話
し
合
う

場
を
二
月
に
設
け
る
こ
と
を
約
束
し

た
。

　

一
方
で
、
フ
ィ
ヨ
ン
首
相
は
、
二

月
二
日
、「
労
組
が
指
揮
す
る
街
頭
運

動
は
、
民
主
主
義
の
現
れ
に
過
ぎ
な

い
。
多
く
の
国
民
が
危
機
感
を
感
じ

て
い
る
こ
と
は
政
府
も
理
解
し
て
い

る
が
、
労
組
の
主
張
に
は
具
体
的
な

提
案
は
な
に
も
な
く
、
今
回
の
抗
議

運
動
に
よ
っ
て
、
政
府
の
経
済
・
社

会
政
策
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
」

と
明
言
し
た
。

　

同
じ
く
二
月
二
日
に
政
府
が
発
表

し
た
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
の
雇
用

統
計
に
よ
る
と
、
失
業
者
数
は
前
月

よ
り
四
万
五
八
〇
〇
人（
二
・
二
％
）

増
加
し
た
。
失
業
者
数
は
八
カ
月
連

続
で
増
加
し
て
お
り
、
一
〇
月
に
二

〇
〇
万
人
を
突
破
、
一
二
月
末
時
点

で
二
一
一
万
人
に
達
し
て
い
る
。
二

〇
〇
八
年
の
一
年
間
で
み
て
み
る
と
、

失
業
者
数
は
二
一
・
七
万
人
（
一
一
・

四
％
）
も
増
加
し
て
お
り
、
こ
れ
は

一
九
九
三
年
以
来
一
五
年
ぶ
り
の
高

い
増
加
率
で
あ
る
。
先
の
見
え
な
い

経
済
危
機
の
中
、
今
後
も
厳
し
い
雇

用
情
勢
が
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

社
会
運
動
で
国
民
に
自
ら
の
存
在

を
示
す
と
と
も
に
、
野
党
に
お
け
る

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
復
活
を
目
指
す

社
会
党
は
、
他
の
左
派
や
極
左
の
政

党
と
同
じ
よ
う
に
、
パ
リ
で
今
回
の



海外労働事情

Business Labor Trend 2009.3

50

デ
モ
行
進
に
参
加
し
た
。
彼
ら
は
、

「
五
年
と
い
う
サ
ル
コ
ジ
政
権
の
任

期
は
今
、
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
」

と
し
、政
府
は
こ
れ
ま
で
の「
攻
め
」

の
姿
勢
か
ら
「
防
御
」
の
姿
勢
に
転

じ
る
と
予
測
し
て
い
る
。
サ
ル
コ
ジ

大
統
領
が
、
こ
の
「
転
換
期
」
を
ど

う
乗
り
切
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。

〔
注
〕

　

二
〇
〇
六
年
一
月
に
当
時
の
ド
・
ヴ
ィ

ル
パ
ン
首
相
が
、若
年
者（
一
六
〜
二
五
歳
）

の
雇
用
促
進
を
目
的
と
し
て
掲
げ
た
、
期

間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
（
Ｃ
Ｄ
Ｉ
）

の
ひ
と
つ
。
先
に
導
入
さ
れ
た
「
二
年
の

使
用
期
間
中
に
い
つ
で
も
解
雇
可
能
」
と

す
る
Ｃ
Ｎ
Ｅ
と
か
な
り
類
似
し
て
い
る
が
、

Ｃ
Ｐ
Ｅ
は
、
①
対
象
年
齢
が
二
六
歳
未
満

と
い
う
年
齢
制
限
つ
き
で
あ
る
こ
と
、
②

対
象
と
な
る
企
業
の
規
模
を
従
業
員
数
二

〇
人
以
上
と
広
げ
た
こ
と―

―

が
Ｃ
Ｎ
Ｅ

と
の
違
い
で
あ
る
。
政
府
は
「
解
雇
が
容

易
に
な
る
結
果
、
企
業
は
積
極
的
に
若
年

者
を
採
用
す
る
」
と
主
張
し
、
三
月
に
強

引
に
法
案
を
成
立
さ
せ
た
が
、
学
生
や
労

働
組
合
は
「
Ｃ
Ｐ
Ｅ
の
導
入
は
解
雇
の
乱

発
や
雇
用
の
不
安
定
化
に
つ
な
が
る
」
と

し
て
強
く
反
発
し
、
全
国
的
な
抗
議
運
動

を
展
開
、
結
局
同
年
四
月
に
廃
止
と
な
っ
た
。

（
国
際
研
究
部　

町
田
敦
子
）

Ｅ　

Ｕ

ル
ー
マ
ニ
ア
・
ブ
ル
ガ
リ
ア

か
ら
の
移
民
規
制
見
直
し

　

Ｅ
Ｕ
へ
の
新
規
加
盟
か
ら
二
年
を

経
て
、
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア

に
対
す
る
人
の
移
動
の
制
限
の
見
直

し
が
行
わ
れ
、
新
た
に
ス
ペ
イ
ン
や

ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
四
カ
国
が
こ
の
一

月
か
ら
受
け
入
れ
規
制
の
廃
止
に
踏

み
切
っ
た
。
既
に
両
国
に
門
戸
を
開

放
し
て
い
る
の
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
一
〇
カ
国
で
、

新
た
に
加
わ
っ
た
四
カ
国
の
ほ
か
、

五
月
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
も
自
由
化
を

予
定
し
て
い
る
。
一
方
、
旧
加
盟
国

を
中
心
と
す
る
他
の
国
々
は
、
最
近

の
景
気
後
退
に
伴
う
雇
用
状
況
の
悪

化
な
ど
か
ら
、
受
け
入
れ
規
制
の
維

持
を
決
め
て
い
る
。

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
四

カ
国
が
規
制
廃
止

　

Ｅ
Ｕ
は
新
規
加
盟
国
か
ら
の
移
民

の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
猶
予
期
間

と
し
て
基
本
的
に
五
年
、
最
長
で
七

年
（
受
け
入
れ
に
よ
る
深
刻
な
影
響

や
そ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場

合
）
の
規
制
を
既
存
の
加
盟
国
に
認

め
、
当
該
国
の
新
規
加
盟
か
ら
二
年

後
と
五
年
後
に
見
直
し
を
求
め
て
い

る
。
〇
七
年
一
月
に
加
盟
し
た
ル
ー

マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
（
Ａ
２
）
に

対
し
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
ほ
か
、
〇
四
年
加
盟
国

の
う
ち
八
カ
国
（
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
マ

ル
タ
を
除
く
）
の
計
一
〇
カ
国
が
当

初
か
ら
受
け
入
れ
を
自
由
化
す
る
一

方
、
旧
加
盟
国
を
中

心
と
す
る
一
五
カ
国

は
、
技
術
・
資
格
水

準
や
業
種
制
限
な
ど

に
よ
る
規
制
を
維
持

し
て
き
た
（
１
）。

　

加
盟
か
ら
二
年
後

の
規
制
見
直
し
時
期

に
あ
た
る
〇
九
年
一

月
、
新
た
に
ス
ペ
イ

ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

ギ
リ
シ
ャ
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
の
四
カ
国
が
受

け
入
れ
規
制
を
撤
廃

し
た
。
さ
ら
に
デ
ン

マ
ー
ク
も
、
や
は
り

こ
の
五
月
に
加
盟
か

ら
五
年
が
経
つ
ポ
ー

ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
な

ど
の
Ａ
８
諸
国
（
〇

四
年
加
盟
の
東
欧
諸

国
）
に
対
す
る
規
制
廃
止
に
併
せ
て
、

ル
ー
マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
も
同
等

の
扱
い
と
す
る
見
込
み
だ
。

　

両
国
か
ら
の
移
民
の
影
響
に
関
し

て
、
欧
州
委
員
会
が
一
一
月
に
と
り

ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
（
２
）
に
よ
れ
ば
、

〇
七
年
時
点
で
他
の
加
盟
国
に
居
住

す
る
Ｅ
Ｕ
市
民
（
一
五
〜
六
四
歳
で
、

居
住
期
間
が
四
年
以
下
の
者
）
一
〇

八
八
万
人
の
う
ち
、
ル
ー
マ
ニ
ア
か

ら
の
移
民
は
一
九
％
と
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
二
五
％
に
次
い
で
比
率
が
高
く

（
３
）、
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
の
移
民
も

四
％
を
占
め
て
い
る
。
Ａ
８
諸
国
か

ら
の
移
民
が
、
製
造
業
を
中
心
に
建

設
業
や
卸
売
・
小
売
業
、
宿
泊
・
飲

食
店
業
な
ど
に
多
く
従
事
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
Ａ
２
か
ら
の
移
民
に

つ
い
て
は
建
設
業
が
約
三
割
、
家
庭

内
サ
ー
ビ
ス
（private households

―

家
政
婦
な
ど
）
従
事
者
が
約
二
割

を
占
め
、
低
熟
練
労
働
者
の
比
率
が

高
い
。
そ
れ
ぞ
れ
六
割
近
く
が
ス
ペ

イ
ン
に
居
住
し
て
い
る
ほ
か
、
イ
タ

リ
ア
（
主
に
ル
ー
マ
ニ
ア
移
民
）
や

ド
イ
ツ
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
移
民
）
な
ど

に
多
い
。
他
の
加
盟
国
へ
の
移
民
流

入
は
、
既
に
〇
七
年
以
前
か
ら
始

ま
っ
て
お
り
、
特
に
ス
ペ
イ
ン
と
イ

タ
リ
ア
で
は
、
不
法
移
民
も
急
速
に

増
加
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

　

好
景
気
に
よ
る
建
設
業
の
活
況
で
、

Ｅ
Ｕ
内
外
か
ら
多
く
の
労
働
者
を
受

け
入
れ
て
き
た
ス
ペ
イ
ン
は
、
既
に

〇
七
年
の
規
制
導
入
時
点
で
、
二
年

間
の
限
定
措
置
と
す
る
こ
と
を
決
め

て
い
た
。
現
地
メ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、

ス
ペ
イ
ン
政
府
は
今
回
の
受
け
入
れ

表１ 新規加盟国に対する受け入れ規制の状況（09年1月現在)

対04年加盟国 対07年加盟国
旧加盟国 ベルギー 規制(手続き簡易化) 規制(手続き簡易化)

デンマーク 規制(手続き簡易化) 規制(手続き簡易化)
ドイツ 規制(手続き簡易化) *1 規制(手続き簡易化) *1
アイルランド 自由化(04年5月~) 規制
ギリシャ 自由化(06年5月~) 規制

→自由化(09年1月~)
スペイン 自由化(06年5月~) 規制

→自由化(09年1月~)
フランス 自由化(08年7月~) 規制(手続き簡易化)
イタリア 自由化(06年7月~) 規制(手続き簡易化)
ルクセンブル
ク

自由化(07年11月~) 規制(手続き簡易化)

オランダ 自由化(07年5月~) 規制
→規制(手続き簡易化)

オーストリア 規制(手続き簡易化) *1 規制(手続き簡易化) *1
ポルトガル 自由化(06年5月~) 規制

→自由化(09年1月~)
フィンランド 自由化(06年5月~) 自由化(07年1月~)

労働者登録制度あり
スウェーデン 自由化(04年5月~) 自由化(07年1月~)
イギリス 自由化(04年5月~)

労働者登録制度あり
規制

０４年加盟国 チェコ 自由化(07年1月~)
キプロス - 自由化(07年1月~)

労働者登録制度あり
エストニア 自由化(07年1月~)
ラトヴィア 自由化(04年5月~) 自由化(07年1月~)

リトアニア 自由化(04年5月~) 自由化(07年1月~)
ハンガリー 規制国への対抗措置*2

→廃止(09年1月)
規制(手続き簡易化)
→自由化(09年1月~)

マルタ - 規制
ポーランド 規制国への対抗措置*2

→廃止(07年1月)
自由化(07年1月~)

スロヴェニア 規制国への対抗措置*2
→廃止(06年5月)

自由化(07年1月~)
労働者登録制度あり

スロヴァキア 自由化(07年1月~)
０７年加盟国 ブルガリア

ルーマニア

*1 労働者の派遣に関する業種規制あり
*2 就労制限等
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規
制
廃
止
の
意
図
に
つ
い
て
、
不
法

労
働
者
の
劣
悪
な
労
働
条
件
の
改
善

を
目
的
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る

（
４
）。
ま
た
、
昨
年
中
の
急
速
な

景
気
後
退
に
よ
る
雇
用
状
況
の
著
し

い
悪
化
の
影
響
で
、
両
国
か
ら
の
移

民
の
居
住
者
数
は
大
き
く
減
少
し
て

い
る
と
い
う
。
今
後
の
経
済
成
長
を

考
慮
す
れ
ば
、
両
国
か
ら
の
移
民
労

働
者
は
さ
ほ
ど
増
加
し
な
い
と
ス
ペ

イ
ン
政
府
は
み
て
い
る
。

　

一
方
、
早
く
か
ら
受
け
入
れ
自
由

化
に
踏
み
切
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
へ
の
移
民
は
、
必
ず

し
も
増
加
し
て
い
な
い
と
い
う
。
欧

州
委
員
会
レ
ポ
ー
ト
は
こ
の
理
由
に

つ
い
て
、
受
け
入
れ
規
制
の
有
無
以

外
に
も
、
言
語
の
問
題
や
既
存
の
同

国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
有
無
な
ど
が

移
民
の
流
入
の
多
寡
に
影
響
し
て
い

る
と
分
析
し
て
い
る
。

景
気
悪
化
で
旧
加
盟
国
は
規
制
維

持
　

欧
州
委
員
会
は
、
域
内
の
人
の
移

動
の
自
由
化
を
Ｅ
Ｕ
市
民
と
し
て
の

基
本
権
の
保
障
と
位
置
付
け
る
と
と

も
に
、
労
働
市
場
の
柔
軟
化
・
効
率

化
を
通
じ
た
労
働
力
不
足
へ
の
対
応

や
雇
用
状
況
の
改
善
な
ど
の
効
果
を

期
待
し
て
お
り
、
今
回
の
四
カ
国
の

受
け
入
れ
自
由
化
を
歓
迎
し
て
い
る
。

先
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
両
国
か
ら
の
移

民
流
出
が
す
で
に
一
段
落
し
つ
つ
あ

る
こ
と
に
加
え
て
、
受
け
入
れ
国
に

お
け
る
雇
用
の
圧
迫
や
賃
金
低
下
な

ど
の
悪
影
響
も
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

観
察
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
人
手

不
足
の
部
門
へ
の
労
働
供
給
を
通
じ

て
経
済
成
長
に
貢
献
し
て
き
た
と
し

て
、
自
由
化
の
利
益
を
強
調
、
そ
の

一
層
の
促
進
を
提
言
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
二
〇
〇
九
年
前
半
の
議
長
国

で
あ
る
チ
ェ
コ
も
、
不
況
に
直
面
す

る
Ｅ
Ｕ
経
済
の
競
争
力
強
化
を
任
期

中
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
、

そ
の
一
環
と
し
て
域
内
の
人
の
移
動

の
自
由
化
を
推
し
進
め
た
い
と
の
意

向
を
表
明
し
て
い
る
（
５
）。

　

し
か
し
、
今
回
Ａ
２
に
対
す
る
受

け
入
れ
規
制
の
継
続
を
決
め
た
旧
加

盟
国
の
多
く
は
、
む
し
ろ
景
気
低
迷

に
よ
る
国
内
の
雇
用
状
況
の
悪
化
を

主
な
理
由
に
挙
げ
て
お
り
、
景
気
の

先
行
き
に
つ
い
て
悲
観
的
な
観
測
が

目
立
つ
中
、
労
働
市
場
の
開
放
に
関

す
る
合
意
を
こ
れ
ら
の
国
か
ら
取
り

付
け
る
の
は
難
し
い
と
み
ら
れ
る
。

特
に
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
四
カ
国

は
一
月
現
在
、
Ａ
８
諸
国
と
〇
七
年

加
盟
国
の
双
方
に
対
し
て
受
け
入
れ

規
制
を
維
持
し
て
い
る
。
Ａ
８
諸
国

に
対
す
る
受
け
入
れ
規
制
は
今
年
五

月
に
見
直
し
時
期
を
迎
え
る
が
、
既

に
規
制
廃
止
の
意
向
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
デ
ン
マ
ー
ク
を
除
い
て
、
規

制
維
持
の
是
非
に
関
す
る
方
針
は
今

の
と
こ
ろ
不
明
だ
。

　

欧
州
統
計
局
が
一
月
に
公
表
し
た

一
一
月
期
の
失
業
率
は
、
Ｅ
Ｕ
二
七

カ
国
平
均
が
七
・
二
％
（
前
月
か
ら

〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
）、
旧
加
盟
国

の
一
五
カ
国
平
均
が
七
・
八
％
（
同

〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
増
）、
前
年
同
期

比
で
は
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト

と
〇
・
六
ポ
イ
ン
ト
の
増
と
な
っ
た
。

特
に
雇
用
状
況
の
悪
化
が
顕
著
な
の

は
、
ス
ペ
イ
ン
の
一
三
・
四
％
（
前

年
同
期
比
で
四
・
八
ポ
イ
ン
ト
増
）、

ラ
ト
ヴ
ィ
ア
の
九
・
〇
％
（
同
三
・

六
ポ
イ
ン
ト
増
）、
リ
ト
ア
ニ
ア
の

七
・
〇
％
（
同
二
・
八
ポ
イ
ン
ト
増
）

な
ど
。

〔
注
〕

１
．
た
だ
し
、
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
移
民
に

適
用
さ
れ
る
規
制
内
容
に
比
し
て
、
労

働
市
場
テ
ス
ト
の
免
除
な
ど
手
続
き
を

簡
易
化
し
て
い
る
加
盟
国
が
多
い
。

２
．"T

he im
pact of free m

ovem
ent of 

w
orkers in the context of E

U
 

enlargem
ent - R

eport on the first 
p
h
ase (1

 Janu
ary 2

0
0
7
 - 3

1 
D
ecem

ber 2008) of the T
ransitional 

A
rrangem

ents set out in the 2005 
A
ccession T

reaty and as requested 
according to the T

ransitional 
A
rrangem

ent set out in the 2003 
A
ccession T

reaty", E
uropean 

C
om
m
ission (2008)

３
．
こ
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
が
七
％
、
イ
ギ

リ
ス
が
六
％
、
フ
ラ
ン
ス
五
％
な
ど
。

４
．
ギ
リ
シ
ャ
も
、
受
け
入
れ
自
由
化
を

決
め
た
こ
と
に
関
し
て
同
様
の
理
由
を

挙
げ
て
い
る
。

５
．
チ
ェ
コ
政
府
は
、
域
内
の
移
動
の
自

由
化
と
併
せ
て
、
さ
ら
な
る
Ｅ
Ｕ
拡
大

に
も
域
外
の
近
隣
諸
国
と
の
関
係
の
進

展
に
も
力
を
入
れ
る
方
針
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
現
在
、
ト
ル
コ
、
ク
ロ
ア

チ
ア
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
が
候
補
国
と
し
て
、

ま
た
ア
ル
バ
ニ
ア
や
旧
ユ
ー
ゴ
の
五
カ

国
が
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

Ｅ
Ｕ
と
の
交
渉
プ
ロ
セ
ス
の
途
上
に
あ

る
が
、
Ｅ
Ｕ
が
加
盟
の
条
件
と
し
て
求

め
る
広
範
な
政
治
・
経
済
改
革
の
進
捗

に
加
え
、
現
在
の
加
盟
国
と
の
間
の
摩

擦
な
ど
も
、
交
渉
プ
ロ
セ
ス
の
進
展
を

阻
む
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

【
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考
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Ｉ
Ｌ
Ｏ

最
低
賃
金
と
団
体
交
渉
に
つ

い
て
分
析―

―

Ｉ
Ｌ
Ｏ
世
界

賃
金
報
告

　

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
昨

年
一
一
月
二
五
日
、『
世
界
賃
金
報
告

―

最
低
賃
金
と
団
体
交
渉
〜
整
合
性

の
あ
る
政
策
に
向
け
て
』
を
公
表
し
、

経
済
危
機
の
影
響
を
受
け
て
、
〇
九

年
に
世
界
全
体
で
数
百
万
人
の
労
働

者
の
賃
金
が
低
下
す
る
可
能
性
を
指

摘
し
た
。
国
際
通
貨
基
金（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）

の
最
新
予
測
を
も
と
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
算

出
し
た
〇
九
年
の
実
質
賃
金
の
伸
び

は
一
・
一
％
に
と
ど
ま
る
（
〇
八
年

は
一
・
七
％
）。
と
く
に
先
進
諸
国

の
実
質
賃
金
は
、〇
八
年
に
〇
・
八
％

増
で
あ
っ
た
も
の
が
〇
九
年
に
は

〇
・
五
％
減
に
転
じ
る
見
通
し
だ
。

　

ま
た
、
近
年
の
所
得
格
差
の
拡
大

を
背
景
と
し
て
、
多
く
の
諸
国
で
最

低
賃
金
が
社
会
的
課
題
と
し
て
浮
上

し
、
〇
一
年
〜
〇
七
年
の
間
に
年
平

均
で
実
質
五
・
七
％
（
先
進
諸
国
で

は
三
・
八
％
）
上
昇
し
、
平
均
賃
金

に
対
す
る
比
率
も
、
三
七
％
（
二
〇

〇
〇
年
〜
〇
二
年
）か
ら
三
九
％（
〇

四
〜
〇
七
年
）
へ
と
上
昇
し
た
（
表

１
、
表
２
）。
他
方
、
団
体
交
渉
の

適
用
対
象
労
働
者
は
、
非
正
規
労
働

者
や
零
細
企
業
に
従
事
す
る
労
働
者

の
増
加
な
ど
が
原
因
で
減
少
傾
向
に

表１ 世界の最低賃金の傾向

最低賃金の実
質上昇率（%）

最低賃金の
対平均賃金比率（%）

最低賃金の対一人当たり
GDP比率 (%)

2001 - 07 2000 - 02 2004 - 07 2000 - 02 2004 - 07

先進諸国 + 3.8 39 39 38 37

途上国 + 6.5 36 40 76 68

全　体 + 5.7 37 39 68 60

資料出所：ILO Wage Database
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あ
る
（
表
３
）。
報
告
書
は
、
団
体

交
渉
は
賃
金
水
準
お
よ
び
賃
金
分
布

双
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
最
低
賃

金
の
効
果
は
労
働
市
場
の
低
賃
金
層

に
お
け
る
賃
金
分
布
に
制
限
さ
れ
る

と
強
調
し
た
う
え
で
、
最
低
賃
金
政

策
と
団
体
交
渉
制
度
の
相
補
性
を
確

保
す
る
効
果
的
な
組
み
合
わ
せ
を
提

唱
し
て
い
る
。

〇
九
年
の
実
質
賃
金
、
先
進
国
で

マ
イ
ナ
ス
に

　

報
告
書
は
、
〇
一
〜
〇
七
年
の
実

質
賃
金
の
伸
び
率
が
、
デ
ー
タ
が
入

手
可
能
な
八
三
カ
国
平
均
で
二
％
に

満
た
ず
、
経
済
成
長
と
連
動
し
た
賃

金
の
伸
び
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、

九
五
年
〜
〇
七
年
に
か
け
、
一
人
当

た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
年
平
均
一
％

の
上
昇
に
対
応
し
た
平
均
賃
金
の
伸

び
率
が
わ
ず
か
〇
・
七

五
％
で
、
調
査
対
象
の
約

四
分
の
三
の
国
で
労
働
分

配
率
が
低
下
し
た
と
分
析

し
て
い
る
。
報
告
書
は
さ

ら
に
〇
九
年
の
実
質
賃
金

予
測
を
示
し
、
経
済
危
機
の
影
響
を

受
け
、
世
界
全
体
で
数
百
万
人
の
労

働
者
の
賃
金
が
低
下
す
る
可
能
性
を

指
摘
し
た
。
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ

Ｆ
）
の
最
新
予
測
に
基
づ
く
Ｉ
Ｌ
Ｏ

試
算
で
は
、
〇
九
年
の
実
質
賃
金
の

伸
び
は
一
・
一
％
に
と
ど
ま
る
（
〇

八
年
は
一
・
七
％
）。
と
く
に
先
進

諸
国
の
実
質
賃
金
は
、〇
八
年
に
〇
・

八
％
増
で
あ
っ
た
も
の
が
〇
九
年
に

は
〇
・
五
％
減
に
転
じ
る
見
通
し
だ
。

世
界
の
最
低
賃
金
、
実
質
水
準
、

対
平
均
賃
金
比
率
と
も
に
上
昇

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
定
義
で
は
、「
最
低
賃

金
」
と
は
、
賃
金
分
布
の
底
辺
に
あ

る
労
働
者
を
保
護
す
る
目
的
で
賃
金

構
造
に
下
限
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
国
の
九
〇
％
を
超

え
る
国
で
最
低
賃
金
制
度
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
水
準
や
、
改
定
の

頻
度
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。
今
回

の
報
告
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
〜
〇
七

年
の
最
低
賃
金
に
関
す
る
デ
ー
タ
を

も
と
に
、
三
つ
の
指
標
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
一
つ

は
、
実
質
ベ
ー
ス

の
年
平
均
最
低
賃

金
伸
び
率
（
イ
ン

フ
レ
調
整
後
）
で
、

最
低
賃
金
適
用
者

の
購
買
力
指
標
と

な
る
も
の
だ
。
二

つ
は
、
最
低
賃
金

の
対
平
均
賃
金
比

率
で
、
最
低
賃
金

政
策
に
よ
る
賃
金

格
差
の
度
合
い
が

分
か
る
。
三
つ
は
、

最
低
賃
金
の
対
一

人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
率
で
、
最
低
賃

金
率
の
変
化
と
全

体
的
な
労
働
生
産

性
レ
ベ
ル
と
の
関

連
を
み
る
指
標
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、

最
低
賃
金
水
準
は

地
域
、
産
業
、
職

種
、
労
働
者
の
年

表２　先進諸国 ･ EU諸国の最低賃金の傾向
ILO条約の批准状況
(2008年1月1日現在） 2001 - 2007年の最低賃金伸び率 最低賃金水準(2007年もしくは最新年)

ILO第26号
条　　約

ILO第131号
条　　約

年平均伸び率
(実質) (%)

最賃の対一人当
たりGPD比率 (%)

最賃の対平均
賃金比率 (%) PPP (US$) 最賃の対一人当

たりGDP比率 (%)
最賃の対平均
賃金比率 (%)

オーストラリア 1 1 1.11% -5.38% -1.81% 1557 51.53% 57.16%
オーストリア 1 0
ベルギー 1 0 0.00% -4.50% -1.57% 1459 49.98% 40.60%
ブルガリア 1 0 7.03% 0.27% 6.45% 275 29.19% 41.76%
カナダ 1 0 -0.05% -4.48% -0.13% 1146 35.79% 41.52%
チェコ 1 0 6.09% 1.76% 3.00% 560 27.71% 36.80%
デンマーク 0 0
エストニア 0 0 10.05% -0.41% 4.65% 419 23.84% 33.69%
フィンランド 0 0
フランス 1 1 2.03% 2.65% 3.45% 1402 50.84% 48.29%
ドイツ 1 0
ギリシャ 0 0 -0.10% -9.49% -1.87% 931 33.30% 37.39%
ハンガリー 1 0 9.26% -0.68% -4.37% 498 31.39% 33.83%
アイルランド 1 0 2.94% -0.65% 0.28% 1450 40.41% 41.61%
イタリア 1 0
日本 1 1
ラトビア 0 1 8.69% -9.32% -7.70% 339 23.39% 30.15%
リトアニア 0 1 3.01% -11.91% -10.68% 370 25.13% 33.09%
ルクセンブルク 1 0 1.67% -4.68% 1655 24.87%
マルタ 1 1 0.51% -2.26% 3.85% 439 22.98% 53.63%
オランダ 1 1 0.02% -3.24% -2.21% 1483 46.39% 38.28%
ニュージーランド 1 0 3.31% 5.91% 7.18% 1252 56.93% 51.83%
ノルウェー 1 0
ポーランド 0 0 1.91% -7.98% -1.91% 500 36.77% 35.25%
ポルトガル 1 1 0.36% -0.37% -0.49% 665 36.86% 34.67%
ルーマニア 0 1 12.80% -6.75% -3.09% 237 24.94% 30.09%
スロバキア 1 0 5.32% -2.56% 2.54% 479 28.40% 40.21%
スロベニア 0 1 7.63% -2.90% -1.85% 38.59% 41.11%
スペイン 1 1 3.51% 3.17% 7.04% 857 34.26% 36.29%
スウェーデン 0 0
スイス 1 0
イギリス 0 0 4.09% 3.53% 3.92% 1431 48.88% 36.52%
アメリカ 0 0 -0.71% -3.63% -0.89% 1014 26.54% 33.67%

資料出所： ILO legal database (http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/). 今回の報告書作成にあたり、データ
ベースを更新。

表３　団体交渉の適用率(2007年､ もしくは最新年)
15 %未満 15 - 50 % 51 - 70 % 71 %以上

EU ラトビア, リトアニア ハンガリー , ポーラン
ド, スロバキア, イギリ
ス

チェコ, ドイツ, ルクセ
ンブルク

オーストリア, ベルギー , デンマ
ーク, フィンランド, フランス, ギ
リシャ , イタリア, ポルトガル, 
オランダ, ルーマニア,スロベニ
ア, スペイン, スウェーデン

非EU加盟国 セルビア, トルコ スイス ノルウェー

CIS 諸国 ベラルーシ, ロシア, ウクライナ
北アメリカ アメリカ カナダ
その他先進諸国 ニュージーランド オーストラリア, 日本
東アジア 韓国 中国
太平洋諸国 キリバス
南アジア ネパール インド
東南アジア インドネシア, マレー

シア, フィリピン, シン
ガポール, タイ

中央アメリカ エルサルバドル, メキ
シコ, ニカラグア

南アメリカ ブラジル, チリ, コロン
ビア, ペルー

ベネズエラ アルゼンチン, ボリビア, ウルグ
アイ

中東 アラブ首長国
北アフリカ モロッコ スーダン
サハラ以南のア
フリカ

ブルンジ, コモロ,マラ
ウイ, モーリタニア

南アフリカ, ガーナ, ケ
ニア, スワジランド, タ
ンザニア, トーゴ

ギニア, レソト エチオピア, ニジェール, セネガ
ル

資料出所： ILO特別調査（2008年総会中に実施）、労組組織率・団体交渉適用率に関するILO内部データベース、
OECDその他地域別、国別統計情報

注：
(1) 団体交渉適用率とは、労働協約による労働条件規制の度合いを示す指標である。団体交渉適用率とは、全雇用
者（賃金労働者及び俸給雇用者）に占める労働協約適用対象雇用者の割合である。当該団体交渉適用率は、団体
交渉権が付与されていない雇用者を除外した上で調整されたものではない。団体交渉適格のない雇用者に関す
る信頼できるデータはない。
(2) 団体交渉適用率と労組組織率は一致しない。数値が異なるのは、主として団体交渉適用率には、労働協約の拡
張方式により適用対象となる非組合員が含まれることによる。
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齢
な
ど
に
よ
り
多
様
で
あ
る
た
め
、

単
純
な
比
較
は
難
し
い
。
そ
こ
で
分

析
で
は
、
労
働
者
へ
の
適
用
率
が
最

も
高
い
最
低
賃
金
水
準
、
あ
る
い
は
、

最
低
賃
金
の
地
域
格
差
が
大
き
い
国

に
つ
い
て
は
平
均
値
で
推
計
を
試
み

て
い
る
。

　

ま
ず
実
質
ベ
ー
ス
の
最
低
賃
金
伸

び
率
を
み
る
と
、
〇
一
年
〜
〇
七
年

の
間
に
世
界
の
最
低
賃
金
は
、
年
平

均
で
五
・
七
％
（
先
進
諸
国
で
三
・

八
％
、
発
展
途
上
国
で
六
・
五
％
）

上
昇
し
た
。
先
進
諸
国
の
な
か
で
上

昇
幅
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ

ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

Ｅ
Ｕ
新
規
加
盟
国
だ
っ
た
。
ア
メ
リ

カ
で
は
、
同
期
間
に
連
邦
最
低
賃
金

が
実
質
ベ
ー
ス
で
一
七
％
も
低
下
し
、

そ
の
た
め
〇
七
年
末
に
一
〇
年
ぶ
り

に
引
き
上
げ
、
続
い
て
〇
八
年
、
〇

九
年
に
も
引
き
上
げ
る
。

　

次
に
最
低
賃
金
の
対
平
均
賃
金
比

率
（
表
１
、
表
２
）
は
、
平
均
賃
金

の
四
〇
％
前
後
に
集
中
し
て
い
る
。

時
系
列
で
は
、
二
〇
〇
〇
〜
〇
二
年

の
三
七
％
か
ら
〇
四
〜
〇
七
年
に
は

三
九
％
と
若
干
上
昇
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
主
に
途
上
国
に
お
け
る
引
き

上
げ
傾
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

先
進
諸
国
の
う
ち
最
低
賃
金
の
対

平
均
賃
金
比
率
が
相
対
的
に
高
い
の

は
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
で
約
三

五
％
、
最
も
高
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
で

五
〇
％
程
度
に
達
し
て
い
る
。
他
方
、

最
低
賃
金
の
対
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
率
（
表
１
、
表
２
）
を
み
る
と
、

先
進
諸
国
で
は
横
ば
い
で
推
移
し
て

い
る
が
、
全
体
で
は
六
八
％
か
ら
六

〇
％
へ
と
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

主
に
途
上
国
に
お
け
る
労
働
生
産
性

の
向
上
を
反
映
し
た
も
の
で
、
労
働

市
場
の
底
辺
に
あ
る
最
低
賃
金
の
上

昇
と
は
連
動
し
て
い
な
い
。

団
交
の
適
用
率
低
下
、
交
渉
の
分

権
化
や
非
典
型
雇
用
増
加
が
影
響

　

調
査
は
次
に
団
体
交
渉
の
適
用
率

に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
。
団
体
交
渉

の
適
用
率
は
、
労
働
協
約
の
適
用
を

受
け
る
賃
金
労
働
者
の
割
合
と
定
義

し
て
い
る
。
適
用
率
に
関
す
る
国
際

比
較
を
可
能
と
す
る
統
計
情
報
は
主

に
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
全
雇
用
者

の
う
ち
労
働
協
約
の
適
用
を
受
け
る

雇
用
者
比
率
で
、
も
う
一
つ
は
、
公

務
労
働
者
の
一
部
（
警
官
や
軍
隊
）、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
従
事
者
な
ど

団
体
交
渉
適
格
の
な
い
雇
用
者
を
全

雇
用
者
か
ら
除
外
し
た
上
で
調
整
し

た
比
率
で
あ
る
。
手
法
が
異
な
れ
ば

国
際
比
較
は
不
可
能
と
な
る
。
加
え

て
、
団
体
交
渉
が
最
も
発
達
し
た
国

を
除
き
、
登
録
手
続
や
労
働
協
約
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
な
い
国
が
多
い
た

め
、
労
働
協
約
の
適
用
対
象
労
働
者

数
の
把
握
自
体
が
難
し
い
と
い
う
問

題
も
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
消

す
る
た
め
、
今
回
の
調
査
で
は
、
二

次
的
ソ
ー
ス
か
ら
既
存
の
統
計
を
収

集
し
、
こ
れ
を
〇
八
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総

会
中
に
実
施
し
た
労
働
者
代
表
に
対

す
る
特
別
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー

タ
で
補
う
と
い
う
手
法
を
採
っ
た
。

　

調
査
結
果
は
、
各
国
を
４
つ
の
範

疇―
―

①
一
五
％
未
満
②
一
五
％
以

上
五
〇
％
以
下
③
五
一
％
以
上
七

〇
％
以
下
④
七
一
％
以
上―

―

に
分

け
て
い
る
（
表
３
）。
欧
州
諸
国
を

除
き
、
団
体
交
渉
適
用
率
は
総
じ
て

低
く
、
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
一
五
％
未

満
が
大
半
で
、
五
％
を
下
回
る
国
も

あ
っ
た
。

　

欧
州
諸
国
で
は
適
用
率
が
相
対
的

に
高
く
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
大
半
で
は
七

〇
％
を
超
え
て
い
る
。
な
か
で
も
協

約
拡
張
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
厳
格
な
オ
ー

ス
ト
リ
ア
で
は
、
適
用
率
が
ほ
ぼ
一

〇
〇
％
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
Ｅ
Ｕ

諸
国
で
も
適
用
率
が
相
対
的
に
低
い

国
も
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
五
〇
％
未
満
、

ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
で
は
一

五
％
未
満
だ
っ
た
。
ま
た
、
低
水
準

だ
っ
た
適
用
率
が
一
層
低
下
し
た
国

も
あ
る
。
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

な
ど
の
中
・
東
欧
諸
国
、
ド
イ
ツ
、

オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
が
そ
の
例
で
、

特
に
九
五
年
以
降
の
低
下
が
目
立
つ
。

組
合
組
織
率
の
低
下
や
団
体
交
渉
の

分
権
化
が
主
な
要
因
だ
。

　

企
業
別
交
渉
の
増
加
や
団
体
交
渉

の
分
権
化
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

イ
ギ
リ
ス
、ア
メ
リ
カ
、ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
、
中･

東
欧
諸
国
の
多
く
の

諸
国
で
観
察
さ
れ
た
。
一
般
に
、
団

体
交
渉
の
集
権
度
が
高
く
、
中
央
レ

ベ
ル
あ
る
い
は
産
業
レ
ベ
ル
で
労
働

協
約
が
締
結
さ
れ
る
国
で
は
、
適
用

率
が
高
く
な
る
傾
向
が
強
い
。

　

報
告
は
さ
ら
に
適
用
率
の
低
下
の

要
因
と
し
て
、
小
企
業
に
従
事
す
る

労
働
者
や
非
典
型
雇
用
（
有
期
、
派

遣
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
）
の
増

加
も
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ

は
往
々
に
し
て
団
体
交
渉
か
ら
除
外

さ
れ
て
い
る
た
め
だ
。
ま
た
、
非
典

型
雇
用
に
従
事
す
る
割
合
は
女
性
に

高
く
、
サ
ー
ビ
ス
業
を
は
じ
め
女
性

が
多
い
産
業
で
は
適
用
率
が
低
い
こ

と
も
指
摘
さ
れ
た
。

　

も
っ
と
も
団
体
交
渉
が
全
般
的
に

弱
体
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

欧
州
諸
国
の
な
か
に
は
、
デ
ン
マ
ー

ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
団

体
交
渉
の
適
用
率
が
依
然
と
し
て
高

水
準
、
あ
る
い
は
上
昇
傾
向
に
あ
る

国
も
あ
る
。
ま
た
、
市
場
経
済
に
移

行
し
た
国
で
は
団
体
交
渉
制
度
の
導

入
あ
る
い
は
再
生
へ
の
試
み
が
活
発

化
し
て
い
る
。
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
リ
ト

ア
ニ
ア
の
適
用
率
は
低
か
っ
た
が
、

団
体
交
渉
に
よ
る
賃
金
設
定
へ
の
取

り
組
み
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
で
は
、
強
い
拡
張
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
し
た
結
果
、
適
用

率
が
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
に
達
し
た
。

適
用
範
囲
の
拡
大
、
賃
金
格
差
是

正
に
貢
献

　

団
体
交
渉
の
適
用
率
の
拡
大
は
、

賃
金
を
経
済
成
長
に
対
応
さ
せ
、
平

均
賃
金
の
上
昇
と
賃
金
格
差
の
是
正

に
貢
献
す
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、

団
体
交
渉
と
賃
金
弾
性
値
（
一
人
当

た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
対
す
る
賃
金
変
化

率
）
と
の
関
係
を
、
団
体
交
渉
の
適

用
率
が
三
〇
％
を
上
回
る
国
（
適
用

率
が
高
い
国
）
と
、
三
〇
％
以
下
の

国
（
適
用
率
が
低
い
国
）
と
に
分
け

て
分
析
し
て
い
る
。
適
用
率
が
低
い

諸
国
の
賃
金
弾
性
値
は
約
〇
・
六
五

と
、
世
界
平
均
の
〇
・
七
五
を
下
回

る
。
こ
れ
に
対
し
適
用
率
が
高
い
諸

国
の
賃
金
弾
性
値
は
〇
・
八
七
で
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
一
％
伸
び
る
と
平
均
賃
金

が
〇
・
八
七
％
上
昇
す
る
。
団
体
交

渉
の
適
用
範
囲
が
大
き
い
と
、
実
質

賃
金
が
経
済
成
長
に
よ
り
有
意
に
相

関
す
る
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

適
用
率
も
賃
金
の
重
要
な
決
定
要

因
で
あ
る
が
、
団
体
交
渉
レ
ベ
ル
や

各
レ
ベ
ル
間
の
調
整
の
度
合
も
賃
金

水
準
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
今
回
の
調

査
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
こ
の
実
証
は
行
っ
て

い
な
い
が
、
集
権
度
が
高
く
、
か
つ

（
あ
る
い
は
）
調
整
度
の
高
い
団
体

交
渉
が
賃
金
格
差
の
縮
小
や
男
女
間

賃
金
格
差
の
縮
小
と
強
く
相
関
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
他
の
調

査
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
団
体

交
渉
の
分
権
化
が
、
賃
金
格
差
の
拡

大
を
も
た
ら
す
こ
と
も
幾
つ
か
の
研

究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
一
方

で
、
団
体
交
渉
制
度
と
労
働
市
場
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
相
関
性
は
単
純
な
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図
式
で
は
な
く
、
一
般
化
す
べ
き
で

な
い
こ
と
を
強
調
す
る
研
究
も
あ
る

た
め
、
今
後
調
査
を
深
め
る
必
要
が

あ
る
。

　

ま
た
、
実
際
の
賃
金
格
差
の
状
況

を
み
て
も
、
例
え
ば
デ
ン
マ
ー
ク
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ

ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
団
体
交

渉
の
適
用
範
囲
が
大
き
い
国
で
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ

リ
ス
な
ど
適
用
範
囲
が
小
さ
い
国
に

比
べ
、
全
体
的
な
賃
金
分
布
で
も
、

低
賃
金
層
の
賃
金
分
布
で
も
賃
金
格

差
が
か
な
り
小
さ
い
。

　

他
方
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
は
、

低
賃
金
グ
ル
ー
プ
間
や
男
女
間
の
賃

金
格
差
の
縮
小
に
相
関
す
る
。
例
え

ば
ア
メ
リ
カ
の
調
査
で
、
最
低
賃
金

の
引
き
上
げ
に
よ
り
賃
金
分
布
の
下

位
一
〇
％
の
労
働
者
の
賃
金
率
が
上

昇
す
る
と
い
う
頑
健
な
証
拠
を
示
す

も
の
が
あ
り
、
賃
金
格
差
の
拡
大
を

阻
止
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
近
年
、先
進
諸
国
・

発
展
途
上
国
双
方
で
、
格
差
拡
大
に

よ
る
社
会
的
緊
張
を
緩
和
す
る
目
的

で
、
最
低
賃
金
が
社
会
的
課
題
と
し

て
再
浮
上
し
て
い
る
。

　

団
体
交
渉
と
賃
金
の
関
連
に
つ
い

て
は
幾
つ
か
の
調
査
は
あ
る
が
、
全

体
的
な
傾
向
は
定
か
で
は
な
い
。
最

近
の
分
析
で
は
、
団
体
交
渉
が
、
雇

用
あ
る
い
は
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

へ
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
を
伴
わ
ず
、
賃

金
に
プ
ラ
ス
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う

認
識
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
に
関
す
る
調
査

で
、
賃
金
格
差
の
拡
大
の
一
部
が
労

組
組
織
率
低
下
に
起
因
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の

ほ
か
報
告
書
で
は
、
最
低
賃
金
あ
る

い
は
団
体
交
渉
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
に

つ
い
て
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
認
識
を

否
定
す
る
多
く
の
研
究
に
言
及
し
て

い
る
。

最
賃
と
団
交
の
効
果
的
な
組
み
合

わ
せ
提
唱

　

調
査
結
果
を
踏
ま
え
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、

各
国
政
府
に
対
し
、
賃
金
稼
得
者
の

購
買
力
を
保
護
し
、
国
内
消
費
を
刺

激
す
る
よ
う
提
言
し
、
整
合
性
の
あ

る
賃
金
政
策
の
必
要
性
を
訴
え
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
①
団
体
交
渉
を

促
進
し
、
労
働
分
配
率
の
悪
化
や
賃

金
格
差
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
の
労
使

交
渉
の
奨
励
②
最
も
脆
弱
な
労
働
者

の
保
護
を
可
能
と
す
る
よ
う
最
低
賃

金
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
③
最
低
賃

金
や
団
体
交
渉
を
、
所
得
移
転
制
度

を
通
じ
た
公
的
介
入
に
よ
っ
て
補
完

す
る
こ
と―
―

を
提
言
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
整
合
性
あ
る
賃
金
政

策
設
計
に
向
け
、
報
告
書
は
幾
つ
か

の
方
向
性
を
掲
げ
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
最
賃
を
団
体
交
渉
の
代

替
物
と
し
て
活
用
せ
ず
、
効
果
的
な

組
み
合
わ
せ
を
図
る
こ
と
。
グ
ロ
ー

バ
ル
化
や
新
雇
用
形
態
の
増
加
、
団

体
交
渉
の
分
権
化
な
ど
を
背
景
と
し

て
、
団
体
交
渉
制
度
が
弱
体
化
す
る

な
か
、
最
低
賃
金
と
い
う
政
府
の
介

入
を
通
じ
て
脆
弱
な
労
働
者
を
保
護

す
る
動
き
が
拡
大
し
て
い
る
。
だ
が
、

団
体
交
渉
は
最
低
賃
金
よ
り
も
広
範

な
労
働
者
を
対
象
と
し
、
労
働
時
間

な
ど
賃
金
以
外
の
労
働
条
件
も
交
渉

対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
し
た

が
っ
て
、
最
低
賃
金
が
団
体
交
渉
を

阻
害
す
る
可
能
性
を
回
避
し
、
最
低

賃
金
と
団
体
交
渉
と
を
相
補
的
に
機

能
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ブ
ル
ガ
リ

ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
最
低
賃
金

政
策
と
並
行
し
て
団
体
交
渉
の
活
性

化
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、「
拡
張
方

式
」
を
活
用
し
て
、
団
体
交
渉
の
活

性
化
を
図
る
こ
と
も
効
果
的
だ
。

　

二
つ
は
、
最
低
賃
金
設
定
制
度
を

可
能
な
限
り
簡
素
か
つ
運
営
可
能
な

も
の
に
留
め
る
こ
と
。
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
を
含
め
、
大

半
の
国
に
比
較
的
単
純
な
全
国
一
律

最
低
賃
金
が
あ
る
。
全
国
一
律
最
低

賃
金
と
は
、
地
域
あ
る
い
は
労
働
者

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
若
年
層
や
家
内
労

働
者
な
ど
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
）
に

よ
り
一
部
の
例
外
を
認
め
る
も
の
の
、

全
労
働
者
に
適
用
す
る
賃
金
の
下
限

を
定
め
る
制
度
だ
。
こ
れ
に
対
し
、

よ
り
複
雑
な
産
業
・
職
種
別
最
低
賃

金
制
度
を
有
し
て
い
る
国
も
あ
り
、

多
く
の
場
合
、
部
門
別
団
体
交
渉
を

補
完
す
る
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。

　

最
賃
設
定
プ
ロ
セ
ス
へ
の
労
使
の

関
与
の
仕
方
も
国
に
よ
っ
て
ま
ち
ま

ち
だ
。
大
半
の
国
で
は
、
労
使
パ
ー

ト
ナ
ー
と
の
協
議
を
経
て
、
政
府
が

最
賃
決
定
を
行
っ
て
い
る
が
、
少
数

で
は
あ
る
も
の
の
、
独
立
し
た
政
労

使
機
関
の
社
会
対
話
を
通
じ
て
最
低

賃
金
額
が
直
接
設
定
さ
れ
る
国
も
あ

る
。
ま
た
、
国
家
一
律
の
最
低
賃
金

を
社
会
パ
ー
ト
ナ
ー
が
直
接
交
渉
し

て
全
国
一
律
最
賃
を
定
め
る
国
も
あ

り
、
ベ
ル
ギ
ー
や
ギ
リ
シ
ャ
が
こ
れ

に
該
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、
政
府
の

役
割
は
交
渉
結
果
を
承
認
す
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
他
、
団
体
交
渉
を
通

じ
て
産
業
別
最
賃
を
決
定
す
る
国
も

あ
り
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ

ス
な
ど
が
該
当
す
る
。
こ
の
制
度
で

は
柔
軟
性
が
担
保
さ
れ
、
最
低
賃
金

設
定
に
お
け
る
国
家
の
介
入
を
回
避

で
き
る
。
し
か
し
、
決
定
的
な
制
約

も
あ
る
。
第
一
に
、
団
体
交
渉
制
度

が
定
着
し
た
欧
州
諸
国
で
は
効
果
的

な
労
働
者
保
護
が
可
能
で
あ
る
が
、

団
体
交
渉
適
用
率
が
低
い
国
で
は
非

効
率
な
制
度
で
あ
る
。
第
二
に
、
欧

州
諸
国
に
お
い
て
さ
え
も
、
団
体
交

渉
適
用
率
の
近
年
の
低
下
傾
向
や

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
増
加
が
社
会
問

題
と
し
て
浮
上
し
、
例
え
ば
ド
イ
ツ

や
ス
イ
ス
で
は
、
賃
金
の
下
限
を
定

め
た
全
国
一
律
最
低
賃
金
の
導
入
を

め
ぐ
る
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
報
告
書
は
、
労
使
と
労

働
基
準
監
督
官
が
関
与
す
る
実
施
メ

カ
ニ
ズ
ム
や
、
最
低
賃
金
の
適
用
対

象
の
拡
大
（
家
内
労
働
者
な
ど
脆
弱

グ
ル
ー
プ
な
ど
）
の
必
要
性
も
掲
げ

て
い
る
。

　
【
資
料
出
所
】
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）

中　

国

金
融
危
機
に
対
す
る
一
〇
項

目
の
措
置

　

国
際
金
融
危
機
は
こ
れ
ま
で
順
調

な
成
長
を
続
け
て
き
た
中
国
経
済
に

も
打
撃
を
与
え
て
い
る
。「
中
国
の

安
定
的
な
成
長
が
世
界
経
済
に
貢
献

す
る
」
と
自
負
す
る
中
国
だ
が
、
こ

れ
ま
で
の
成
長
が
鈍
化
す
る
こ
と
は

必
至
な
情
勢
だ
。
農
民
工
問
題
に
加

え
都
市
部
の
失
業
率
上
昇
へ
の
対
応

な
ど
が
新
た
な
課
題
と
し
て
浮
上
し

て
い
る
。
金
融
危
機
の
影
響
を
最
小

限
に
食
い
止
め
る
た
め
、
政
府
は
実

施
期
間
を
二
〇
一
〇
年
末
ま
で
と
す

る
総
額
四
兆
元
の
景
気
刺
激
策
を
発

表
し
た
（
本
誌
二
〇
〇
九
年
一
月
号

『
特
集―

金
融
危
機
が
も
た
ら
す
影

響
と
対
応
』
参
照
）。
内
需
を
拡
大

し
経
済
成
長
を
促
進
す
る
た
め
の
一

〇
項
目
の
措
置
は
以
下
の
と
お
り
。

①　

低
家
賃
住
宅
の
建
設
・
危
険

住
宅
の
改
修
・
遊
牧
民
の
定
住

化
支
援
事
業

　

低
家
賃
住
宅
の
建
設
、
農
・
林
業

地
域
の
危
険
住
宅
の
改
修
、
遊
牧
民

に
対
す
る
定
住
化
支
援
な
ど
の
住
宅

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
。
低
家

賃
賃
貸
住
宅
の
建
設
の
た
め
の
投
資

額
は
七
五
億
元
で
鋼
材
の
消
費
量
は

六
五
万
ト
ン
、
セ
メ
ン
ト
の
消
費
量

は
五
〇
万
ト
ン
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

た
、
林
業
関
連
の
中
央
投
資
額
は
三

六
・
五
億
元
で
、
こ
れ
に
は
防
護
林

事
業
二
五
億
元
、
天
然
林
資
源
保
護
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事
業
一
〇
億
元
、
国
有
林
地
域
の
バ

ラ
ッ
ク
住
宅
改
修
事
業
一
・
五
億
元

が
含
ま
れ
る
。
国
有
林
地
域
の
バ

ラ
ッ
ク
住
宅
改
修
事
業
に
よ
り
一
万

世
帯
に
の
ぼ
る
林
業
就
業
者
の
住
宅

難
が
解
決
さ
れ
る
見
込
み
。
国
有
開

墾
地
区
の
危
険
建
物
改
修
の
た
め
に

一
・
五
億
元
が
投
資
さ
れ
、
広
東
省
、

海
南
省
、
雲
南
省
、
黒
龍
江
省
の
四

つ
の
国
有
開
墾
地
区
に
お
け
る
一
・

九
九
万
戸
の
従
業
員
住
宅
の
危
険
建

物
の
改
修
が
支
援
さ
れ
る
。
ま
た
、

遊
牧
民
の
定
住
事
業
に
は
中
央
か
ら

三
億
元
が
投
資
さ
れ
、
遊
牧
民
一
万

二
〇
〇
〇
世
帯
の
定
住
が
可
能
と
な

る
。②　

農
村
部
の
公
共
イ
ン
フ
ラ
整

備
事
業

　

農
村
部
に
お
け
る
公
共
イ
ン
フ
ラ

を
整
備
す
る
。
メ
タ
ン
ガ
ス
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
、
農
村
道
路
の
建
設
拡
張
、

農
村
電
力
供
給
網
の
整
備
、
安
全
な

飲
用
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、「
南
部
の
水

の
北
部
へ
の
移
送
」
等
の
重
要
な
水

利
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
大
型
灌
漑
エ
リ

ア
の
改
造
な
ど
。
水
利
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
投
資
総
額
は
約
四
〇
〇
億
元
と

見
込
ま
れ
、
こ
れ
に
よ
り
セ
メ
ン
ト

四
〇
〇
万
ト
ン
、
鋼
材
一
〇
万
ト
ン

等
の
原
材
料
が
必
要
で
、
建
材
等
多

く
の
関
連
産
業
の
発
展
が
促
進
し
、

大
量
の
雇
用
需
要
増
が
見
込
ま
れ
る
。

③　

公
共
交
通
網
の
整
備
事
業

　

道
路
、
空
港
等
の
重
要
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
を
推
進
す
る
。
一
部
旅
客
輸

送
専
用
線
、
石
炭
輸
送
路
な
ら
び
に

西
部
地
域
幹
線
鉄
道
を
重
点
的
に
建

設
す
る
。
高
速
道
路
網
を
整
え
、
中

西
部
の
幹
線
空
港
と
支
線
空
港
の
建

設
を
進
め
、
都
市
電
力
網
の
改
善
を

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
。
鉄
道
建
設

に
係
る
中
央
の
投
資
額
は
一
五
〇
億

元
、
こ
れ
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る

そ
の
他
投
資
額
を
合
わ
せ
る
と
鉄
道

業
界
全
体
で
五
〇
〇
億
元
と
な
る
。

鋼
材
一
六
一
万
ト
ン
、
セ
メ
ン
ト
一

〇
〇
〇
万
ト
ン
が
必
要
と
な
り
、
五

〇
万
人
の
雇
用
需
要
が
見
込
ま
れ
る
。

　

中
央
投
資
を
三
〇
億
元
受
け
る
民

間
航
空
事
業
で
は
、
投
資
総
額
は
三

二
二
億
元
と
な
り
、
短
期
的
に
八
万

㎡
の
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
建
設

が
促
進
さ
れ
、
六
〜
八
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
近
い
将
来
竣
工
す
る
。
建
設

中
の
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
面
積

は
約
一
〇
〇
万
㎡
と
な
り
、
八
億
元

〜
一
〇
億
元
の
設
備
購
入
が
新
た
に

必
要
と
な
る
。

④　

医
療
保
健
サ
ー
ビ
ス
整
備
・

文
化
教
育
事
業

　

医
療
保
健
サ
ー
ビ
ス
体
系
を
整
備

す
る
。
医
療
保
険
サ
ー
ビ
ス
整
備
の

た
め
の
投
資
額
は
中
央
四
八
億
元
プ

ラ
ス
一
七
・
八
億
元
の
地
方
投
資
。

県
レ
ベ
ル
の
医
療
保
健
機
関
一
五
七

カ
所
、
郷
鎮
の
保
健
所
五
九
七
八
カ

所
、
村
レ
ベ
ル
の
保
健
所
五
五
四
七

カ
所
を
新
設
。
そ
の
建
築
面
積
は
あ

わ
せ
て
約
五
七
四
万
㎡
と
な
る
。
ま

た
、
農
村
に
お
け
る
中
学
校
の
校
舎

改
修
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
、
特
殊

教
育
学
校
、
郷
鎮
部
の
総
合
文
化
セ

ン
タ
ー
の
建
設
を
推
進
す
る
。
中
西

部
農
村
地
域
の
中
学
校
校
舎
改
造
の

た
め
の
投
資
額
三
〇
億
元
、
中
等
職

業
基
礎
能
力
訓
練
の
た
め
の
投
資
額

一
〇
億
元
、
特
殊
教
育
学
校
建
設
の

た
め
の
投
資
額
四
億
元
を
新
た
に
増

額
。
さ
ら
に
こ
の
三
項
目
の
事
業
に

対
し
地
方
の
一
六
・
六
億
元
の
投
資

を
引
き
出
す
。

⑤　

環
境
汚
染
対
策
事
業

　

生
態
系
を
守
る
環
境
汚
染
対
策
に

力
を
入
れ
る
。
都
市
部
の
下
水
処
理

施
設
、
ゴ
ミ
処
理
施
設
の
建
設
な
ら

び
に
重
点
流
域
の
水
質
汚
染
対
策
を

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
。
ま
た
省
エ

ネ
・
排
出
削
減
施
設
の
建
設
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
。

⑥　

ハ
イ
テ
ク
産
業
支
援
事
業

　

企
業
の
技
術
革
新
お
よ
び
構
造
調

整
を
支
援
す
る
。
ま
た
ハ
イ
テ
ク
産

業
化
、
産
業
技
術
の
進
歩
を
サ
ポ
ー

ト
し
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
発
展
を
支
援

す
る
。

⑦　

地
震
被
災
地
復
興
支
援
事
業

　

地
震
の
被
災
地
に
お
け
る
各
種
再

建
事
業
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
。

⑧　

農
業
従
事
者
補
助
・
低
所
得

者
層
支
援
事
業

　

穀
物
の
最
低
買
取
価
格
を
引
き
上

げ
、
農
業
物
資
に
対
す
る
直
接
補
助

金
・
品
種
改
良
補
助
金
・
農
機
具
補

助
金
等
の
補
助
率
引
き
上
げ
を
行
う
。

低
所
得
者
層
へ
の
社
会
保
険
給
付
増

額
、
企
業
退
職
者
の
基
本
年
金
水
準

の
引
き
上
げ
、
特
別
保
護
対
象
の
生

活
保
護
水
準
の
引
き
上
げ
な
ど
を
行

う
。⑨　

技
術
革
新
支
援
事
業

　

全
国
の
全
て
の
地
域
、
全
て
の
業

界
で
全
面
的
に
付
加
価
値
税
転
換
の

改
革
を
実
施
、
企
業
の
技
術
革
新
を

奨
励
し
、
企
業
の
負
担
を
一
二
〇
〇

億
元
減
ら
す
。

⑩　

金
融
サ
ー
ビ
ス
支
援
事
業

　

商
業
銀
行
の
貸
付
規
模
の
規
制
を

緩
和
し
、
貸
付
規
模
を
合
理
的
に
拡

大
す
る
。
重
点
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

三
農
（
農
業
、
農
村
、
農
民
）、
中

小
企
業
、
技
術
革
新
、
合
併
再
編
に

対
す
る
貸
付
面
で
の
サ
ポ
ー
ト
を
拡

大
す
る
。
消
費
者
ロ
ー
ン
事
業
を
育

成
し
、
消
費
者
ロ
ー
ン
事
業
の
基
盤

を
整
備
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

実
施
す
る
た
め
に
、
二
〇
一
〇
年
末

ま
で
に
総
額
で
約
四
兆
元
の
投
資
が

必
要
と
な
る
。
政
府
は
、
今
年
第
４

四
半
期
に
ま
ず
中
央
の
投
資
を
一
〇

〇
〇
億
元
増
や
し
、
来
年
の
災
害
後

再
建
基
金
を
二
〇
〇
億
元
繰
り
上
げ

投
入
し
、
さ
ら
に
地
方
の
投
資
と
一

般
か
ら
の
投
資
を
引
き
出
す
こ
と
を

決
定
し
た
。
そ
の
規
模
は
全
体
で
四
，

〇
〇
〇
億
元
に
達
す
る
。
国
家
発
展

改
革
委
員
会
の
責
任
者
に
よ
る
と
、

第
４
四
半
期
に
新
た
に
増
額
さ
れ
る

中
央
投
資
の
う
ち
一
三
〇
億
元
は
社

会
事
業
投
資
で
、
こ
れ
が
農
村
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
・
医
療
保
健
・
教
育
文
化

な
ど
の
重
点
事
業
に
優
先
的
に
振
り

分
け
ら
れ
る
と
い
う
。

【
資
料
出
所
】

海
外
委
託
調
査
員
、
二
一
世
紀
経
済
報
道

（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
一
日
付
）

（
国
際
研
究
部
）

韓　

国

雇
用
創
出
、
五
年
ぶ
り
に
マ

イ
ナ
ス
へ―

労
働
部
五
兆
四

〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
規
模
の
雇

用
対
策
を
発
表

　

金
融
危
機
の
影
響
に
よ
る
雇
用
情

勢
の
一
層
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
中
、

労
働
部
は
こ
の
ほ
ど
二
〇
〇
九
年
の

事
業
運
営
計
画
に
お
い
て
、
企
業
に

対
す
る
雇
用
維
持
支
援
や
失
業
者
対

策
を
柱
と
す
る
総
額
五
兆
四
〇
〇
〇

億
ウ
ォ
ン
に
上
る
雇
用
対
策
の
実
施

を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
を
発
表
し
た
。
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「
雇
用
創
出
」
の
政
府
目
標
、
達

成
で
き
ず

　

統
計
庁
が
発
表
し
た
二
〇
〇
八
年

一
二
月
の
「
経
済
活
動
人
口
調
査
」

で
は
、
対
前
年
比
の
就
業
者
数
の
増

減
で
示
す
「
雇
用
創
出
」
が
二
〇
〇

三
年
一
〇
月
以
来
の
約
五
年
ぶ
り
と

な
る
マ
イ
ナ
ス
（
一
・
二
万
人
減
）

と
な
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
の
雇
用
創

出
数
は
第
１
四
半
期
に
二
〇
万
人
台

で
推
移
し
た
も
の
の
、
第
２
四
半
期

か
ら
は
一
〇
万
人
台
に
減
少
し
、
一

〇
月
は
九
・
七
万
人
、
一
一
月
は
七
・

七
万
人
と
一
〇
万
人
を
割
り
込
み
、

つ
い
に
一
二
月
は
一
・
二
万
人
の
減

少
と
な
っ
た
（
表
参
照
）。
ま
た
、

一
二
月
の
失
業
率
は
三
・
三
％
（
前

年
同
月
比
〇
・
二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）、

失
業
者
数
は
七
八
・
七
万
人
と
前
年

同
月
比
五
・
一
万
人
増
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
失
業
者
の
前
年
同
月
比
の

増
加
数
は
す
べ
て
男
性
失
業
者
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
調
査
結
果

で
併
せ
て
公
表
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年

の
年
間
「
雇
用
創
出
」
数
は
一
四
・

五
万
人
と
な
り
、
政
府
目
標
と
し
て

掲
げ
た
年
間
二
〇
万
人
の
雇
用
創
出

を
達
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明

し
た
。

　

近
年
低
迷
を
続
け
る
韓
国
経
済
に

さ
ら
な
る
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
が

昨
年
発
生
し
た
金
融
危
機
で
あ
る
が
、

そ
の
影
響
が
ま
さ
に
具
体
的
な
数
字

を
伴
っ
て
表
れ
て
き
た
形
で
あ
る
。

　

就
業
者
の
内
訳
で
は
、
賃
金
労
働

者
が
前
年
同
月
比
八
・
五
万
人
増

（
〇
・
五
％
増
）
で
あ
る
の
に
対
し
、

非
賃
金
労
働
者
数
（
自
営
業
者
、
無

賃
金
家
族
従
業
員
な
ど
）
は
同
九
・

八
万
人
減
（
一
・
四
％
減
）
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
賃
金
労
働
者
の
内

訳
を
み
る
と
、
正
規
労
働
者
数
が
同

三
一
・
八
万
人
増
（
三
・
六
％
増
）

で
あ
る
に
対
し
、非
正
規
労
働
者（
日

雇
除
く
）
は
同
九
・
四
万
人
減
（
一
・

八
％
減
）、
日
雇
労
働
者
は
同
一
三
・

八
万
人
減
（
六
・
三
％
減
）
と
、
対

照
的
な
動
き
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
就
業
者
の
状
況
変
化
の

背
景
に
は
、
非
正
規
労
働
者
保
護
法

に
基
づ
き
非
正
規
労
働
者
の
一
部
に

正
社
員
化
が
進
む
一
方
で
、
非
正
規

労
働
者
の
雇
用
調
整
も
進
ん
で
い
る

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
非
賃

金
就
業
者
数
の
減
少
の
背
景
に
は
、

景
気
悪
化
の
た
め
自
営
業
者
の
廃
業

も
加
速
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。賃

金
助
成
や
失
業
手
当
支
給
期
間

の
延
長

　

今
後
も
雇
用
情
勢
の
悪
化
に
一
層

拍
車
が
か
か
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

た
め
、
政
府
は
先
に
公
共
投
資
を
中

心
と
し
た
約
一
四
兆
ウ
ォ
ン
に
上
る

緊
急
経
済
対
策
の
実
施
を
発
表
し
た

が
、
今
般
、
労
働
部
は
二
〇
〇
九
年

の
事
業
運
営
計
画
に
お
い
て
、
総
額

五
兆
四
〇
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
に
達
す
る

積
極
的
な
雇
用
対
策
を
実
施
し
て
い

く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

今
回
具
体
的
に
示
さ
れ
た
雇
用
対

策
は
、
以
下
を
内
容
と
す
る
雇
用
安

定
対
策
、
失
業
者
支
援
強
化
が
柱
と

な
っ
て
い
る
。

（
１
）
企
業
に
お
け
る
雇
用
維
持

支
援

・
事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
事
業
主
が
、
労
働
者
の
解
雇

を
す
る
こ
と
な
く
、
雇
用
維
持
に

努
め
る
場
合
支
給
さ
れ
る
賃
金
助

成
金
の
助
成
率
の
引
き
上
げ
（
中

小
企
業
：
二
／
三 

↓
三
／
四
、

大
企
業
：
一
／
二
↓ 

二
／
三
）。

・
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
事
業
主
に

対
す
る
支
援
拡
充
（
対
象
一
四
万

社
）。

（
２
）
失
業
者
対
策

・
就
職
や
生
活
の
困
難
に
応
じ
た
失

業
手
当
支
給
期
間
の
延
長
措
置

（
対
象
一
二
一
万
人
）。
そ
の
ほ
か
、

失
業
者
の
職
業
訓
練
の
拡
充
（
九

万
人
↓
一
五
万
人
）。
二
〇
〇
九

年
上
半
期
に
雇
用
情
勢
が
さ
ら
に

悪
化
し
た
場
合
に
は
、

「
非
常
事
態
対
応
策

（c
o
n
tin
g
e
n
t 

plan

）」
と
し
て
失

業
給
付
期
間
の
二
ヵ

月
延
長
措
置
。

・
失
業
保
険
の
適
用

を
受
け
な
い
失
業
状

態
の
貧
困
層
に
対
し

て
は
、
職
業
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
↓
就
業
意

欲
・
能
力
の
向
上
↓
職
業
紹
介
か

ら
な
る「
特
別
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

を
実
施
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ

り
就
職
し
た
場
合
一
人
あ
た
り
一

〇
〇
万
ウ
ォ
ン
の
奨
励
金
支
給
。

（
対
象
一
万
人
）。

・
中
小
自
営
業
者
へ
の
失
業
保
険
の

適
用
を
検
討
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
特
に
非
正
規
労

働
者
関
連
で
は
、
正
規
化
前
の
解
雇

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在

の
正
規
化
前
二
年
間
の
期
間
延
長
や

現
在
三
二
業
種
に
限
定
さ
れ
て
い
る

派
遣
業
種
の
拡
充
な
ど
の
法
改
正
の

ほ
か
、
非
正
規
労
働
者
を
正
規
雇
用

化
し
た
中
小
企
業
に
対
す
る
支
援
措

置
や
非
正
規
労
働
者
が
在
職
し
な
が

ら
高
度
な
職
業
訓
練
を
受
け
ら
れ
る

な
ど
の
施
策
を
実
施
し
て
い
く
と
し

て
い
る
。

【
資
料
出
所
】

　

統
計
庁
Ｗ
ｅ
ｂ
、
Ｎ
Ｎ
Ａ
関
連
記
事
等

（
国
際
研
究
部
）

表　2008年の雇用失業情勢
１～３月 ４～６月 ７～９月 10月 11月 12月

就 業 者 数
(対前年比%)

2,305.1
(0.9)

2,387.1
(0.7)

2,375.2
(0.6)

2,384.7
(0.4)

2,381.6
(0.3)

2324.5
(-0.1)

雇用創出数 21.0 17.3 14.2 9.7 7.8 -1.2

失　業　率
(対前年比ポイント)

3.4%
(-0.2)

3.1%
(0.1)

3.1%
(0.0)

3.0%
(0.0)

3.1%
(0.1)

3.3%
(0.2)

失 業 者 数
(対前年比%)

80.1
(-5.9)

76.7
(-3.0)

75.2
(-0.5)

73.6
(0.4)

75.0
(2.3)

78.7
(6.9)

出所：統計庁

（万人）


